
JP 6771301 B2 2020.10.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被洗浄物を収容し、前記被洗浄物に洗浄水を噴射するノズルを配置するとともに前記被
洗浄物の搬入口および搬出口を有する洗浄室と、
前記被洗浄物を前記搬入口から前記搬出口へ向けて前記洗浄室内を移動させる搬送手段と
、
洗浄水を所定量貯水する第１貯水槽と、
洗浄水を所定量貯水し、前記第１貯水槽へ流動させる第２貯水槽と、
前記第２貯水槽内の洗浄水を加熱する燃焼装置と、
前記洗浄室内で、前記洗浄室を構成する壁面に沿って縦方向に伸長して配置され、前記燃
焼装置で発生する燃焼排気を前記第２貯水槽内の洗浄水中に吐出する燃焼排気導出管と、
貯水した前記第１貯水槽の洗浄水を、前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給する循環手段
と、
を備え、
前記燃焼排気導出管の外周表面が前記洗浄室内に臨み、
前記吐出された燃焼排気と前記第２貯水槽に貯水された洗浄水との気液接触により、前記
第２貯水槽内の洗浄水を加熱し、
前記加熱された第２貯水槽内の洗浄水を前記第１貯水槽へ流動させ、
前記循環手段により前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給された洗浄水は、前記燃焼排気
導出管の外周表面を流下することで、前記燃焼排気導出管の外周表面と熱交換して加熱さ
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れて、前記第１貯水槽内へ導入される
ことを特徴とする洗浄装置。
【請求項２】
　気液接触した後の燃焼排気を、洗浄室内に導入し、前記洗浄室内を通過させて前記洗浄
室外に排出することを特徴とする請求項１に記載の洗浄装置。
【請求項３】
　燃焼排気導出管の外周表面を流下させて加熱した洗浄水を、第２貯水槽に流動させずに
直接第１貯水槽へ流動させることを特徴とする請求項２に記載の洗浄装置。
【請求項４】
　循環手段により、貯水した第１貯水槽の洗浄水を燃焼排気導出管の外周表面へ供給する
とともに、前記貯水した第１貯水槽の洗浄水を第２貯水槽へ供給可能とし、
前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給した洗浄水の前記燃焼排気導出管の外周表面を流下
させる加熱、および、前記第２貯水槽へ供給した洗浄水の前記燃焼排気導出管から吐出さ
れた燃焼排気との気液接触による加熱を併用する前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加
熱と、
前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給した洗浄水の前記燃焼排気導出管の外周表面を流下
させる加熱のみによる前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加熱と、をいずれかへ切り替
える切替手段を備えたことを特徴とする請求項３に記載の洗浄装置。
【請求項５】
　第１貯水槽から洗浄水を循環手段により吸引するための第１循環路と、
前記第１循環路により前記第１貯水槽から吸引して前記循環手段により吐出させた洗浄水
を第２貯水槽へ供給するための第２循環路と、
前記第１循環路により前記第１貯水槽から吸引して前記循環手段により吐出させた洗浄水
を燃焼排気導出管の外周表面へ供給するための第３循環路と、を備え、
切替手段は、前記第２循環路および前記第３循環路を併用する前記第１貯水槽の洗浄水の
供給と、前記第３循環路のみによる前記第１貯水槽の洗浄水の供給と、を切り替えること
を特徴とする請求項３または４に記載の洗浄装置。
【請求項６】
　第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗剤が混入されており、
前記アルカリ性洗剤を混入した洗浄水をノズルから噴射して被洗浄物の洗浄を行うと共に
、
燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱のみによる前記第１貯水槽から供給した洗浄
水の加熱を行うことを特徴とする請求項４または５に記載の洗浄装置。
【請求項７】
　第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗剤が混入されており、
搬送手段による被洗浄物の移動を停止した状態において、
燃焼排気との気液接触による加熱、および、燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱
を併用する前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加熱を行うことを特徴とする請求項４ま
たは５に記載の洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、燃焼装置によって洗浄水を加熱し、加熱した洗浄水を噴射して被洗浄物を洗
浄する洗浄装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
  従来この種洗浄装置としては、下記のものが知られている。
【０００３】
  熱交換器が洗浄水を溜める温水タンク内に配置されており、熱交換器ですすぎ水を加熱
し、加熱されたすすぎ水にて温水タンク内の洗浄用温水を加熱する。加熱された洗浄水が
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ノズルより噴射され洗浄対象物を洗浄し、次に加熱されたすすぎ水がノズルより噴出され
すすぎを行う。
また、燃焼室の周囲の空気室に送り込まれた空気が加熱され、加熱された高温空気は高温
空気噴射体から噴出され、すすぎ後の洗浄対象物の表面に残った水分を乾燥させる洗浄装
置としたものである（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
  水槽内の洗浄水を加熱するために、水槽からの循環水路が内部に導入されガス燃焼器に
より加熱された洗浄水を、コンベアで搬送される食器に噴射して食器の洗浄を行う。
また、ガス燃焼器の排気ダクトに送風機を介して熱風吹き出し管を接続し、熱風吹き出し
管からの熱風を吹き付けて、噴射ノズルによる洗浄後の食器を除滴、乾燥する洗浄装置と
したものである（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平２－４６８１６号公報
【特許文献２】公開実用昭５６－１２５１５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
  しかしながら、前記特許文献１に記載されたものは、
すすぎに使われた高温水、洗浄で使われた洗浄用温水は、洗浄やすすぎで洗い落とされた
洗いかすを、かす取皿にて取り除き温水タンクに再度溜められる。かす取皿にて汚れ成分
の固形物は取り除くことができるが、液状の汚れ成分や細かい固形物を取り除くことはで
きないので、これらの汚れ成分が洗浄用温水に混ざることとなる。
【０００７】
  汚れ成分の混ざった洗浄用温水を加熱する熱交換器の外周胴板の表面には、汚れ成分が
付着し、高温になることから汚れ成分が固着していく。熱交換器は温水タンクの内部に配
置されており、熱交換器の外周胴板の側面、下面などは手が届かず掃除性が悪い。外周胴
板の表面には、汚れ成分が付着したままとなり、洗浄水の加熱を効率的に行うことが困難
となる。
【０００８】
  また、熱交換器の外周胴板の表面付近を強制的に対流させるものではないので、外周胴
板の表面には汚れ成分が付着しやすく、さらに洗浄水は外周胴板の表面で局所的に高温と
なり、温水タンク内の洗浄水を均一に加熱することが困難である。これにより、噴射され
る洗浄水の温度も均一でないので洗浄効果が安定しない恐れがある。
【０００９】
  また、熱交換器を温水タンク内に配置するため温水タンクが大きくなるので、貯水量が
多くなり洗浄水の加熱に時間がかかる恐れがある。
【００１０】
  また、長期間使用していると、熱交換器内部の排ガスが通る複数本のパイプの外周表面
に、清水の水質によって含まれるカルシウム等の堆積物であるスケールが付着し、加熱効
率が経時的に劣化するので清掃が必要である。しかし、熱交換器の内部は複数本のパイプ
が設けられて構造が複雑であるため、清掃が極めて困難であり、また、メンテナンス性も
悪いものである。したがって、洗浄水の加熱を効率的に行うことが困難となる。
【００１１】
  さらに、バーナーから排ガスが導かれる熱交換器は、構造が複雑で簡単に清掃ができな
いことから、「すすぎ水（清水）」を通して加熱することしかできず、汚れ成分を含む洗
浄水を通して加熱することは困難である。また、温水タンク内の構造が複雑になるので、
温水タンクの清掃も困難である。
【００１２】
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  また、熱交換し加熱されたすすぎ水を熱源として、外周胴板を介して温水タンクの水は
加熱される。２次的な加熱であり、熱源となるすすぎ水は１００℃までしか温度を上げる
ことができないので、加熱されたすすぎ水と温水タンク内の水との温度差Δｔは、排ガス
との熱交換に比べると小さくなり高い加熱効率を得るのは困難である。
【００１３】
  また、温水タンクに貯水された洗浄水を加熱するためにバーナーを燃焼させるとき、熱
交換器の構造上、新たなすすぎ水（清水）を供給しないと熱交換器が空焚き状態になる。
供給された新たなすすぎ水（清水）は、加熱され温水タンクに導かれるが、温水タンクの
水位を一定に保つ洗浄水排出管からオーバーフローして排出されることになり、水と熱が
無駄になる課題がある。さらに、洗浄用温水に洗剤を投入して洗浄する際には、温水タン
クに新たなすすぎ水（清水）が供給されていることから、温水タンク内の水の洗剤濃度が
薄まり、洗剤も追加供給が必要となるので、洗剤の使用量も多くなる恐れがある。
【００１４】
  また、前記特許文献２に記載されたものは、
洗浄運転中、洗浄槽内の洗浄水は開口から下方の水槽に落下し、ポンプにより噴水ノズル
から噴射される。つまり、洗浄で落とされた汚れ成分が洗浄水に混ざり、洗浄を続けるに
したがって洗浄水中の汚れ成分が増えてくるものである。
この汚れ成分の混ざった洗浄水が水槽内部の循環水路で熱交換されることとなり、循環水
路部分の内壁面には汚れ成分が付着し、ガス燃焼器で加熱され高温になることから汚れ成
分が固着する恐れがある。
【００１５】
  また、熱交換部となる循環水路はガス燃焼器の内部にまで導入されており水槽の奥部に
あることから、手が届きにくく清掃ができず汚れ成分を除去することが困難である。
このようにして、洗浄するたびに清掃できず、汚れ成分が付着したままとなり堆積してい
き、洗浄水の熱交換の妨げとなり、洗浄水の加熱を効率的に行うことが困難となる。
【００１６】
  また、洗浄水は循環水路で加熱されるが、循環水路から水槽内への積極的な洗浄水の流
動がないので、循環水路の内壁面には汚れ成分が付着しやすく、さらに熱交換部付近で局
所的に高温となり、水槽全体の洗浄水を均一に加熱することが困難である。これにより、
噴射される洗浄水の温度も均一でないので洗浄効果が安定しない恐れがある。
【００１７】
  熱交換するための循環水路を水槽内に配置するため水槽が大きくなるので、貯水量が多
くなり洗浄水の加熱に時間がかかる恐れがある。
【００１８】
  また、前記したように手が届きにくく清掃が困難であることから、熱交換部にフィン等
を取り付けたりして伝熱面積を増やし洗浄水の加熱効率を高めたものとすることができな
い。
【００１９】
  また、ガス燃焼部が洗浄庫外に配置されており、ガス燃焼器の表面が外気に接している
ことから洗浄機外部に放熱することとなり、発生した熱の有効利用の妨げになるばかりで
なく、作業環境も悪化することになる。これを防止するには、ガス燃焼器の外部に断熱材
等が必要となり、構造が複雑になる課題がある。
【００２０】
  連続式の食器洗浄機であるので、洗浄運転中は除滴と乾燥とに用いる熱風が常時必要と
なる。つまり、ガス燃焼器による加熱が常時必要であり、常に水槽内の洗浄水も加熱され
ることとなる。洗浄水を所定の温度に保つことが困難である。
【００２１】
  本発明は、前記従来の課題を解決するもので、熱交換器の清掃を容易に行うことができ
るとともに、洗浄水の加熱を効率的に行うことができる洗浄装置を提供することを目的と
するものである。
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【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の洗浄装置は、
被洗浄物を収容し、前記被洗浄物に洗浄水を噴射するノズルを配置するとともに前記被洗
浄物の搬入口および搬出口を有する洗浄室と、
前記被洗浄物を前記搬入口から前記搬出口へ向けて前記洗浄室内を移動させる搬送手段と
、
洗浄水を所定量貯水する第１貯水槽と、
洗浄水を所定量貯水し、前記第１貯水槽へ流動させる第２貯水槽と、
前記第２貯水槽内の洗浄水を加熱する燃焼装置と、
前記洗浄室内で、前記洗浄室を構成する壁面に沿って縦方向に伸長して配置され、前記燃
焼装置で発生する燃焼排気を前記第２貯水槽内の洗浄水中に吐出する燃焼排気導出管と、
貯水した前記第１貯水槽の洗浄水を、前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給する循環手段
と、
を備え、
前記燃焼排気導出管の外周表面が前記洗浄室内に臨み、
前記吐出された燃焼排気と前記第２貯水槽に貯水された洗浄水との気液接触により、前記
第２貯水槽内の洗浄水を加熱し、
前記加熱された第２貯水槽内の洗浄水を前記第１貯水槽へ流動させ、
前記循環手段により前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給された洗浄水は、前記燃焼排気
導出管の外周表面を流下することで、前記燃焼排気導出管の外周表面と熱交換して加熱さ
れて、前記第１貯水槽内へ導入される
ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２３】
  本発明の洗浄装置によれば、熱交換器の清掃を容易に行うことができるとともに、洗浄
水の加熱を効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態１における洗浄装置の基本構成を示す正面図。
【図２】実施形態１における燃焼排気導出管の位置における基本構成を示す右側面図。
【図３】実施形態１における洗浄装置の基本構成を示す上面図。
【図４】（ａ）実施形態１における本洗浄のステップ図、（ｂ）実施形態２における本洗
浄のステップ図。
【図５】実施形態１における貯水運転ステップの動作を説明するブロック図。
【図６】実施形態１における加熱運転ステップの動作を説明するブロック図。
【図７】実施形態１における加熱運転ステップ完了後の動作を説明するブロック図。
【図８】実施形態１における洗浄運転ステップの洗浄ポンプの駆動を開始した直後の貯水
運転と加熱運転の動作を説明するブロック図。
【図９】実施形態１における洗浄運転ステップの動作を説明するブロック図。
【図１０】実施形態１における洗浄運転ステップ中の貯水運転の動作を説明するブロック
図。
【図１１】実施形態１における洗浄運転ステップ中の加熱運転の動作を説明するブロック
図。
【図１２】実施形態２における貯水加熱運転ステップの動作を説明するブロック図。
【図１３】実施形態３における構成を説明する部分ブロック図。
【図１４】実施形態４における中性化運転ステップの動作を説明するブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の請求項１に記載の発明は、
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被洗浄物を収容し、前記被洗浄物に洗浄水を噴射するノズルを配置するとともに前記被洗
浄物の搬入口および搬出口を有する洗浄室と、
前記被洗浄物を前記搬入口から前記搬出口へ向けて前記洗浄室内を移動させる搬送手段と
、
洗浄水を所定量貯水する第１貯水槽と、
洗浄水を所定量貯水し、前記第１貯水槽へ流動させる第２貯水槽と、
前記第２貯水槽内の洗浄水を加熱する燃焼装置と、
前記洗浄室内で、前記洗浄室を構成する壁面に沿って縦方向に伸長して配置され、前記燃
焼装置で発生する燃焼排気を前記第２貯水槽内の洗浄水中に吐出する燃焼排気導出管と、
貯水した前記第１貯水槽の洗浄水を、前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給する循環手段
と、
を備え、
前記燃焼排気導出管の外周表面が前記洗浄室内に臨み、
前記吐出された燃焼排気と前記第２貯水槽に貯水された洗浄水との気液接触により、前記
第２貯水槽内の洗浄水を加熱し、
前記加熱された第２貯水槽内の洗浄水を前記第１貯水槽へ流動させ、
前記循環手段により前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給された洗浄水は、前記燃焼排気
導出管の外周表面を流下することで、前記燃焼排気導出管の外周表面と熱交換して加熱さ
れて、前記第１貯水槽内へ導入される
ことを特徴とする洗浄装置としたものである。
【００２６】
　これにより、熱交換器である燃焼排気導出管の外周表面を洗浄室内に露出した状態で配
置することとなり、清掃時には燃焼排気導出管の外周表面の清掃を容易に行うことができ
る。すなわち、汚れを除去した状態とすることができるので、高い加熱効率を維持するこ
とができる。また、加熱効率の良い気液接触による直接加熱を洗浄水の加熱に適用したも
のである。
【００２７】
　これにより、洗浄水を燃焼排気導出管の外周表面に供給して流下させることで、燃焼排
気導出管の内部を流動する燃焼装置からの燃焼排気により加熱された燃焼排気導出管によ
って、洗浄水を間接加熱することができる。
【００２８】
　前記第２貯水槽内の気液接触による洗浄水の加熱と、燃焼排気導出管の外周表面への流
下による洗浄水の加熱と、からなる２種類の加熱によって、洗浄水の加熱をさらに効率的
に行うことができる。
【００２９】
　したがって、熱交換器の清掃を容易に行うことができるとともに、洗浄水の加熱を効率
的に行うことができるものである。
【００３０】
　また、本発明の請求項１に記載の発明においては、
燃焼排気導出管が、洗浄室を構成する壁面に沿って配置されることを特徴とする洗浄装置
としている。
【００３１】
　これにより、洗浄室を構成する壁面に沿って配置されることで、燃焼排気導出管の清掃
、交換といったメンテナンスが容易となる。例えば、洗浄室を構成する壁面を取り外すと
、熱交換器である燃焼排気導出管に簡単に手が届くこととなり、作業者の清掃の負担を少
なくしながら、清掃を容易に行うことができる。したがって、燃焼排気導出管の外周表面
を汚れの付着していない状態として維持することができ、高い加熱効率を維持することが
できる。
【００３２】
　特に、洗浄室を構成する壁面となる扉は洗浄室を構成する壁面のうち、燃焼排気導出管
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と対向する部分に、取り外し可能な扉が嵌入されている場合、この扉を取り外すことで、
燃焼排気導出管が洗浄室内を縦方向に縦断した状態で露出する。
【００３３】
　なお、前記「壁面に沿って配置される」とは、壁面の近傍であって、壁面の一部を取り
外したときに清掃作業者である成人男性の手が届く範囲内に配置されることを意味する。
具体的には壁面から１ｍ以内の範囲に燃焼排気導出管の外周面が位置することをいう。
【００３４】
　本発明の請求項２に記載の発明は請求項１に記載の発明において、
気液接触した後の燃焼排気を、洗浄室内に導入し、前記洗浄室内を通過させて前記洗浄室
外に排出することを特徴とする洗浄装置としたものである。
【００３５】
　これにより、洗浄室内に導入した燃焼排気にて洗浄室の内面や構成部品を効果的に加熱
することができる。すなわち、洗浄開始したときの洗浄水の温度低下を軽減でき、洗浄水
の加熱はさらに効率的となる。したがって、洗浄水を加熱した後の燃焼排気を有効利用し
て、燃焼により発生した熱の利用の最大化を図ることができる。
【００３６】
　また、燃焼排気を洗浄室内に通過させてから洗浄室外に排出させることで、洗浄室の内
面や構成部品を効果的に加熱することができる。すなわち、燃焼排気は充分に熱交換され
てから洗浄室外に排出されることとなる。したがって、洗浄水を加熱した後の燃焼排気を
有効利用するとともに、排出される燃焼排気の温度を下げることができ、良好な作業環境
を提供することができる。
【００３７】
　また、排気用の煙道等を設けることなく、洗浄室を排気通路として利用することができ
るので、装置の簡略化を図ることができる。
【００３８】
　本発明の請求項３に記載の発明は請求項２に記載の発明において、
燃焼排気導出管の外周表面を流下させて加熱した洗浄水を、第２貯水槽に流動させずに直
接第１貯水槽へ流動させることを特徴とする洗浄装置としたものである。
【００３９】
  これにより、外周表面を流下させて一旦加熱された洗浄水の第２貯水槽への流動をなく
し、第２貯水槽内の洗浄水の加熱において、燃焼排気と洗浄水との温度差Δｔを大きくと
ることができる。
【００４０】
  したがって、洗浄水を燃焼排気導出管の外周表面に流下させて加熱しながら、第２貯水
槽内の洗浄水の加熱を加熱効率の良いものとすることができる。
【００４１】
　本発明の請求項４に記載の発明は請求項３に記載の発明において、
循環手段により、貯水した第１貯水槽の洗浄水を燃焼排気導出管の外周表面へ供給すると
ともに、前記貯水した第１貯水槽の洗浄水を第２貯水槽へ供給可能とし、
前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給した洗浄水の前記燃焼排気導出管の外周表面を流下
させる加熱、および、前記第２貯水槽へ供給した洗浄水の前記燃焼排気導出管から吐出さ
れた燃焼排気との気液接触による加熱を併用する前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加
熱と、
前記燃焼排気導出管の外周表面へ供給した洗浄水の前記燃焼排気導出管の外周表面を流下
させる加熱のみによる前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加熱と、をいずれかへ切り替
える切替手段を備えたことを特徴とする洗浄装置としたものである。
【００４２】
  これにより、燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱、および、燃焼排気との気液
接触による加熱を併用する第１貯水槽から供給した洗浄水の加熱と、
燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱のみによる第１貯水槽から供給した洗浄水の
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加熱と、
を切り替えて使い分けることができ、これら２つの加熱を選択することができる。
【００４３】
  アルカリ性の水と燃焼排気との気液接触により水がアルカリ性から中性側に変化する現
象が知られている。
【００４４】
  燃焼排気との気液接触により洗浄水が中性側に変化してもよいときは、気液接触による
加熱と燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱とを併用する第１貯水槽から供給した
洗浄水の加熱として、２種類の加熱によって洗浄水の加熱を効率的に行うことができる。
【００４５】
  また、燃焼排気との気液接触により洗浄水をアルカリ性から中性側に変化させたくない
ときは、燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱のみによる第１貯水槽から供給した
洗浄水の加熱として、中性側への変化を抑制しながら洗浄水の加熱を行うことができる。
【００４６】
  したがって、アルカリ性洗剤を混入した洗浄水等使用する洗浄水に応じて加熱を選択し
、様々な洗浄水に対応することができるとともに、効率的な加熱を行うことができる。
【００４７】
　本発明の請求項５に記載の発明は請求項３または４に記載の発明において、
第１貯水槽から洗浄水を循環手段により吸引するための第１循環路と、
前記第１循環路により前記第１貯水槽から吸引して前記循環手段により吐出させた洗浄水
を第２貯水槽へ供給するための第２循環路と、
前記第１循環路により前記第１貯水槽から吸引して前記循環手段により吐出させた洗浄水
を燃焼排気導出管の外周表面へ供給するための第３循環路と、を備え、
切替手段は、前記第２循環路および前記第３循環路を併用する前記第１貯水槽の洗浄水の
供給と、前記第３循環路のみによる前記第１貯水槽の洗浄水の供給と、を切り替えること
を特徴とする洗浄装置としたものである。
【００４８】
これにより、第１貯水槽の洗浄水を加熱部へ供給するための循環路を切り替えるだけで加
熱を選択することができ、使用する洗浄水に応じて簡単に対応することができる。
【００４９】
　本発明の請求項６に記載の発明は請求項４または５に記載の発明において、
第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗剤が混入されており、
前記アルカリ性洗剤を混入した洗浄水をノズルから噴射して被洗浄物の洗浄を行うと共に
、
燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱のみによる前記第１貯水槽から供給した洗浄
水の加熱を行うことを特徴とする洗浄装置としたものである。
【００５０】
  これにより、第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗剤を混入した状態においては、アルカ
リ性洗剤を混入した洗浄水を第２貯水槽での燃焼排気との気液接触による加熱をせずに、
燃焼排気導出管の外周表面を流下させて加熱することとなり、アルカリ性洗剤を混入した
洗浄水の中性側への変化を抑制することができる。
【００５１】
したがって、アルカリ性洗剤を混入した洗浄水の加熱を効率的に行いながら、アルカリ性
の洗浄水の中性側への変化を抑制することができ、安定した温度および洗剤の持つ洗浄効
果を維持して高い洗浄力を発揮することができる。
【００５２】
　本発明の請求項７に記載の発明は請求項４または５に記載の発明において、
第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗剤が混入されており、
搬送手段による被洗浄物の移動を停止した状態において、
燃焼排気との気液接触による加熱、および、燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱
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を併用する前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加熱を行うことを特徴とする洗浄装置と
したものである。
【００５３】
  これにより、第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗剤を混入した状態における、前記アル
カリ性洗剤を混入した洗浄水をノズルから噴射して被洗浄物の洗浄を終了した後の中性化
ステップの運転として、第２貯水槽にて燃焼排気とアルカリ性洗剤を混入した洗浄水を気
液接触させて液性を中性側に変化させてから、洗浄水を排水することができる。したがっ
て、排水処理施設の負担を軽減し、環境に配慮した洗浄運転を行うことができる。
【００５４】
  以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の
形態によって本発明が限定されるものではない。
  （実施形態１）
【００５５】
  本発明の実施形態１の洗浄装置について、図１～図１１を参照して説明する。
【００５６】
  先ず、本発明の実施形態１の洗浄装置の基本的な構成を、図１～図３を参照して説明す
る。詳細な構成については後述する。
【００５７】
  図１に示すように、洗浄装置１００は主に搬送手段である無端状のコンベア１０３と、
このコンベア１０３により上下方向に区分され、上方部は上部外郭体１０１、下方部は下
部外郭体１０２によって外郭を構成している。本発明の実施形態１においては、コンベア
１０３の上に例えば皿、お椀等の被洗浄物である食器類１０４をうつ伏せ状態にして載せ
、図１中の実線矢印方向に搬送する。
【００５８】
  洗浄装置１００は、上方部の上部外郭体１０１内に洗浄室１０５を構成するとともに、
食器類１０４を洗浄室１０５内に搬入するための搬入口１０６と、食器類１０４を洗浄室
１０５内から搬出するための搬出口１０７を設けている。食器類１０４はコンベア１０３
により、搬入口１０６から洗浄室１０５内に搬入され、洗浄室１０５内を搬送され、搬出
口１０７から洗浄室１０５外に搬出される。
【００５９】
  洗浄室１０５は、入口側となる搬入口１０６側に位置する本洗浄ゾーン２００、この本
洗浄ゾーン２００の後段であり出口側となる搬出口１０７側に位置する仕上げ洗浄ゾーン
３００で構成している。なお、洗浄室１０５の構成は本発明の実施形態１に限定するもの
ではない。
【００６０】
  本洗浄ゾーン２００には、洗浄水を所定量貯水する第１貯水槽２０１から洗浄ポンプ２
０３によって洗浄水を噴射するノズル管２０８、２０９が、マニホールド２０５から分岐
した上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７に各々装着されて備えられている
。本洗浄ゾーン２００の下部に、清水供給管１０８により供給される清水を洗浄水として
所定量貯める第１貯水槽２０１を備え、洗浄水を噴射するための洗浄ポンプ２０３が備え
られている。洗浄ポンプは、吸込み側を第１貯水槽２０１に連通するように配管接続され
、吐出し側をマニホールド２０５に連通するように配管接続されている。
【００６１】
  また、第１貯水槽２０１の内部に区画された第２貯水槽２０２を設ける。第１貯水槽２
０１に貯水された洗浄水を所定温度に加熱し維持するように、洗浄装置１００の天井上面
に燃焼装置４０１が設けられる。熱交換器である燃焼排気導出管４０２は、洗浄室１０５
内に天井から第２貯水槽２０２に掛けて洗浄室内を上下方向に縦断して設けられ、燃焼排
気導出管の下端面４１１が、第２貯水槽２０２の内部に位置している。さらに、第１貯水
槽２０１に貯水された洗浄水を、第２貯水槽２０２と燃焼排気導出管４０２の上部とに循
環させる循環手段である循環ポンプ２０４を備えている。
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【００６２】
  仕上げ洗浄ゾーン３００には、清水供給管１０８により供給される清水を仕上げ洗浄水
として噴射するノズル管３０２、ノズル管３０３が、マニホールド３０１に装着されて備
えられている。
【００６３】
  食器類１０４の搬入口１０６側であるコンベア１０３の下方には、食器類１０４の表面
側から落下する残飯、残汁等を受ける受け槽１０９を位置させ、排出管１１０より下方に
落下させる。
【００６４】
  また、食器類１０４の搬出口１０７側で仕上げ洗浄ゾーン３００のコンベア１０３の下
方には、排水受け１１１を位置させ排水管１１２より外部に放出し廃棄する。
【００６５】
  上部外郭体１０１の正面側と背面側に、本洗浄ゾーン２００と仕上げ洗浄ゾーン３００
を開口できる扉１１３を各々備え、図３の実線矢印の方向に取り外すことができる。扉１
１３は、洗浄室の高さ方向全体を亘る板体からなり、洗浄室の正面側と背面側それぞれの
開口に嵌入されることで壁面の一部となる。扉が嵌入する開口の形成箇所、すなわち、嵌
入された扉１１３の内面と対向する箇所に、燃焼排気導出管が配置される。この扉を取り
外すことで、燃焼排気導出管が洗浄室内を縦方向に縦断した状態で露出する。また、洗浄
装置１００の天井上面に排気筒４０３を設け、搬入口１０６の上部に排気ダクト４０４を
設けている。
【００６６】
  また、洗浄装置１００全体の主な要素系（制御対象）と接続して、基本的な運転動作、
操作、表示等の制御を行う制御部（図示なし）を備えている。
【００６７】
  次に、本発明の実施形態１の洗浄装置の本洗浄ゾーン２００の詳細な構成を、図１～図
３、図５を参照して説明する。
【００６８】
＜マニホールド、ノズル＞
  図１に示すように、縦方向（略鉛直方向）に設置したマニホールド２０５には略水平方
向に上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７を連通させて分岐し、各々に複数
の開口（図示なし）を設けている。マニホールド２０５の下部端を本洗浄水供給管２２６
と連通させている。
【００６９】
  マニホールド２０５から分岐した上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７の
各々の複数の開口（図示なし）には所定の弾性を有するゴム等からなるシールリング（図
示なし）を挿入、固定してある。
【００７０】
  ノズル管２０８、２０９は、洗浄水を噴射する複数のノズル（小孔）（図示なし）を形
成したものである。さらに、両端のうち一方の端部は開口させ、他方の端部はフタをする
。本発明の実施形態１においては、先端を押し潰し板状として閉止しフタをしたものであ
る。
【００７１】
  上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７の各々の複数の開口（図示なし）に
固定した弾性を有するシールリング（図示なし）には、ノズル管２０８、２０９の開口し
ている一方の端部が挿入され、先端を押し潰し板状として閉止している他方の端部は、洗
浄装置１００に別途固定した固定板の開口（図示なし）に挿入され、シールリング（図示
なし）と固定板の開口（図示なし）によって保持されている。
【００７２】
  上部マニホールド２０６に着脱自在に装着した複数のノズル管２０８は、搬送手段であ
るコンベア１０３の上方部に設置し、ノズル管２０８に形成された複数のノズル（小孔）
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（図示なし）から下方側に洗浄水を噴射する。これによって、うつ伏せとなっている食器
類１０４の上面側(食器類の裏面側)に洗浄水を噴射し汚れを除去する。
【００７３】
  また、下部マニホールド２０７に着脱自在に装着した複数のノズル管２０９は、回動す
るコンベア１０３の上下間に設置し、ノズル管２０９に形成された複数のノズル（小孔）
（図示なし）から上方側に洗浄水を噴射する。これによって、うつ伏せとなっている食器
類１０４の下面側(食器類の表面側)に洗浄水を噴射し汚れを除去する。
【００７４】
  マニホールド２０５、上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７は、コンベア
１０３による食器類１０４の搬送方向と直交方向の一方の片側に配置し、ノズル管２０８
、２０９は、コンベア１０３による食器類１０４の搬送方向と略直交方向に複数列配置し
ている。
【００７５】
  ノズル管２０８、２０９の装着方法は、先ず上部マニホールド２０６、下部マニホール
ド２０７の開口（図示なし）に固定した弾性を有するシールリング（図示なし）に、ノズ
ル管２０８、２０９の開口している一方の端部を挿入する。このときノズル管２０８、２
０９の先端を押し潰し板状として閉止している他方の端部の先端は、固定板（図示なし）
よりも上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７側になるまで挿入する。一旦挿
入後ノズル管２０８、２０９を引き戻し、ノズル管２０８、２０９の他方の端部の先端を
固定板の開口（図示なし）に挿入して固定する。掃除等でノズル管２０８、２０９を外す
ときは、前記固定時と逆の動作を行う。
【００７６】
  なお、ノズル管２０８、２０９は、基本的には同一構成のものを共用し、上部マニホー
ルド２０６に装着するノズル管２０８においては複数のノズル（小孔）（図示なし）を下
向き方向とし、下部マニホールド２０７に装着するノズル管２０９においては複数のノズ
ル（小孔）（図示なし）を上向き方向にして配置するものである。
【００７７】
＜タンク部分の構造説明＞
  本洗浄ゾーンの洗浄に用いる洗浄水を貯水する第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２は
、下部外郭体１０２内の本洗浄ゾーン２００の下部に位置している。第２貯水槽２０２は
、第１貯水槽２０１の内部に区画して構成している。
【００７８】
  第１貯水槽２０１および第２貯水槽２０２へ清水を洗浄水として供給するための清水供
給管１０８が下部外郭体１０２の内部に設けられ、区画された第２貯水槽２０２の底部に
第２貯水槽２０２に連通して配管接続される。清水供給管１０８には、途中に給水を制御
するための開閉用のバルブ２２１が設けられている。実施形態１においては、バルブ２２
１は、制御部（図示なし）にて制御される電気駆動のバルブとしている。清水供給管１０
８は、洗浄装置１００の搬出口１０７側まで伸ばされて、開閉用のバルブ２２０を介して
水道管（上水道、図示なし）に接続してある。
【００７９】
  第１貯水槽２０１の水位を所定の水位（満水位置）に制御するための水位センサー２２
２が、第１貯水槽２０１の底面に取り付けられている。また、貯水された洗浄水の温度を
検出する温度センサー２２３が、第１貯水槽２０１の底面に取り付けられている。
【００８０】
  また、第１貯水槽２０１の底面には、上下方向に延びるオーバーフロー管２２４が設け
られている。オーバーフロー管２２４の上端は、所定の水位（満水位置）よりも僅かに高
い位置とするものである。第１貯水槽２０１内の余剰な洗浄水は、オーバーフロー管２２
４の上端からオーバーフロー管２２４内に流れ込んで外部に排出される。このオーバーフ
ロー管２２４は、第１貯水槽２０１に対して取り外し可能に構成されている。オーバーフ
ロー管２２４を取り外すことで、オーバーフロー管２２４が差し込まれていた排水口（図
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示なし）が第１貯水槽２０１の底面に露出し、第１貯水槽２０１内の洗浄水を排水するこ
とができる。
【００８１】
  第２貯水槽２０２は、第１貯水槽２０１の内部に区画部材２２９を立設することにより
区画して形成される。第２貯水槽２０２の底面は、第１貯水槽２０１の底面を共用するの
で、第１貯水槽２０１の底面の一部が第２貯水槽２０２の底面となる。第１貯水槽２０１
と第２貯水槽２０２は、それぞれ独立した貯水槽となっている。第２貯水槽２０２に貯水
する洗浄水の所定の水位（満水位置）は区画部材２２９の高さとなる。第２貯水槽２０２
の区画部材２２９の高さは、第１貯水槽２０１に貯水する洗浄水の所定の水位（満水位置
）よりも高く構成している。すなわち、第２貯水槽２０２の所定の水位を超える洗浄水は
、オーバーフローして第１貯水槽２０１に落下流動する。
【００８２】
  区画部材２２９は、第１貯水槽２０１の底面に着脱可能に固定され、第１貯水槽２０１
内に区画した第２貯水槽２０２を形成している。後述する清掃ステップＳ６００において
清掃する時には、区画部材２２９を第１貯水槽２０１から取り外すことが可能である。な
お、
区画部材２２９を第１貯水槽２０１から着脱可能としないときには、第２貯水槽２０２に
貯水した洗浄水を排水するための排水手段を別途設ける等して、第２貯水槽２０２に貯水
した洗浄水を排水できるようにしておくことが好ましい。
【００８３】
（第２貯水槽から第１貯水槽への洗浄水の流動について）
  本実施形態では第１貯水槽と第２貯水槽において、各水面にそれぞれ高低差を設けてお
り、第１貯水槽と第２貯水槽の間に区画部材２２９を形成することで、区画部材２２９を
超えて落下流動させるものとしている。このほか、各水槽底面及び各水面にそれぞれ高低
差を設け、第２貯水槽の水槽壁から第１貯水槽へ落下流動するものとしてもよく、また落
下流動の他の形態として、第１貯水槽と第２貯水槽の間に連通管を連通させ、連通管にポ
ンプ等の強制流動手段を介設して、前記強制流動手段による強制流動によって流動させる
ものでもよい。
【００８４】
  また、燃焼排気導出管の下端面４１１が、第２貯水槽２０２の内部に位置するように構
成されている。
【００８５】
  第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水の水位が第２貯水槽２０２の所定の水位（オーバ
ーフロー位置）まで達していることを検知するための水位センサー２２７が、区画した第
２貯水槽２０２内の底面となる第１貯水槽２０１の底面に取り付けられている。さらに、
第２貯水槽２０２の内部に位置する燃焼排気導出管の下端面４１１よりも少し上となる下
限水位を検知し、いわゆる空焚きを防止するための水位センサー２２８が、同様に区画し
た第２貯水槽２０２内の底面となる第１貯水槽２０１の底面に取り付けられている。
【００８６】
  第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２のそれぞれの所定の水位における貯水量を比べる
と、本発明の実施形態１においては第２貯水槽２０２の貯水量が第１貯水槽２０１の貯水
量より少ない構成としているが、第２貯水槽２０２の貯水量が第１貯水槽２０１の貯水量
より多い構成としてもよい。
【００８７】
＜洗浄ポンプ＞
  洗浄ポンプ２０３は、下部外郭体１０２の内部に固定され、吸込み側に第１貯水槽の底
部に連通する吸込み管２２５を設け、吐出し側にマニホールド２０５に連通する本洗浄水
供給管２２６を設けている。
【００８８】
＜循環ポンプ＞



(13) JP 6771301 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

  循環ポンプ（循環手段）２０４は、下部外郭体１０２の内部に固定され、吸込み側に第
１貯水槽の底部に連通する第１循環路２３１を設け、吐出し側に第２貯水槽２０２の底面
に連通する第２循環路２３２と、燃焼排気導出管４０２の上部に備える流下安定槽４０５
に連通する第３循環路２３３とを設けている。このうち、第２循環路２３２には、開閉用
のバルブ（切替手段）２３４を備える。バルブ（切替手段）２３４は、使用する循環路を
、第２循環路および前記第３循環路からなる第１系統と、第３循環路のみからなる第２系
統と、のいずれかに相互に切り替える切替手段として機能する。
  第１系統は、第２循環路および前記第３循環路を併用して前記第１貯水槽の洗浄水の供
給を行う系統であり、燃焼部の燃焼加熱運転によって、燃焼排気導出管の外周表面へ供給
した洗浄水の前記燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱、および、前記第２貯水槽
へ供給した洗浄水の前記燃焼排気導出管から吐出された燃焼排気との気液接触による加熱
を併用する前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加熱を行う系統となっている。
  また第２系統は、第３循環路のみによって前記第１貯水槽の洗浄水の供給を行う系統で
あり、燃焼部の燃焼加熱運転によって、燃焼排気導出管の外周表面へ供給した洗浄水の前
記燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱のみによる前記第１貯水槽から供給した洗
浄水の加熱を行う系統となっている。
  実施形態１においては、バルブ（切替手段）２３４は、制御部（図示なし）にて制御さ
れる電気駆動のバルブとしている。
【００８９】
＜燃焼部、熱交換部＞
  洗浄装置１００の天井に燃焼装置４０１を設け、バーナー４０９を燃焼部が洗浄室１０
５内に配置されるように洗浄装置１００の天井から洗浄室１０５内に貫通させた状態で固
定している。熱交換器である燃焼排気導出管４０２は、バーナー４０９の燃焼部を覆うよ
うに断面が四角の筒形状を有して、洗浄室１０５内に上下方向（略鉛直方向）に縦断して
配置している。上方端を洗浄室１０５内の天井面に固定し、下方端となる燃焼排気導出管
の下端面４１１は第２貯水槽２０２内に開口させている。
【００９０】
  燃焼装置４０１は、ガス供給管４０８、バーナー４０９、予混合ガス供給手段（図示な
し）等で構成されている。予混合ガス供給手段は、ブロワ、空燃比比例制御装置、空気ガ
ス混合部であるミキサー、エアーフロースイッチ等で構成されている。予混合ガスを燃焼
させる際に、一般に用いられるものを利用している。
【００９１】
  燃焼排気導出管４０２の上方端の内部には、バーナー４０９のほかに点火手段である所
定の間隔を有した２本のスパークバー（図示なし）および炎検知手段であるフレームロッ
ド（図示なし）を設置している。スパークバー（図示なし）およびフレームロッド（図示
なし）の先端部は、バーナー４０９の燃焼部分に近接して位置させている。
【００９２】
  スパークバー（図示なし）は高電圧を発生するイグナイター(図示なし)に接続されてい
る。イグナイター（図示なし）によりスパークバー間に火花を発生させ、バーナー４０９
に供給される予混合ガスに点火する。フレームロッド（図示なし）はＤＣ印加電源（図示
なし）に接続され、炎検知によって燃焼の有無を検知する。
【００９３】
  なお、スパークバー(図示なし)の火花方式での点火手段としたが、これに限定するもの
ではなく、赤熱電気ヒータ等の他の手段であってもよい。さらに、ガストーチ等によって
手動で点火させてもよい。
【００９４】
  また、炎検知手段としてフレームロッド（図示なし）によって、燃焼火炎の電気伝導度
を検出する燃焼検知手段としたが、熱電対による手段、さらには赤外線検知、紫外線検知
等による遠隔検知手段であってもよい。
【００９５】
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  予混合ガス供給手段（図示なし）は、燃焼用空気を供給するブロワ（図示なし）を有し
、ブロワ（図示なし）から空気ガス混合部であるミキサー（図示なし）に空気を吐出する
。ブロワ（図示なし）からミキサー（図示なし）への空気の供給圧力を、分岐管（図示な
し）を介して空燃比比例制御装置（図示なし）に印加する。分岐管（図示なし）の途中に
は空気の供給圧力を検出するエアーフロースイッチ（図示なし）を設けている。
【００９６】
  空燃比比例制御装置（図示なし）の入口には、ガスを供給するガス供給管４０８を接続
し、さらに空燃比比例制御装置（図示なし）の出口には、ミキサー（図示なし）へガスを
供給するガス管（図示なし）を接続し、ブロワから印加される空気の圧力をもとに、比例
制御により最適な空燃比となるようにミキサーへ供給するガス量を制御するように構成さ
れている。
【００９７】
  ミキサー（図示なし）にてよく混合された空気とガスの予混合ガスを、ガス管（図示な
し）を介してバーナー４０９に供給する。
【００９８】
  バーナー４０９は、全体を略円筒形状に構成し、円筒形状の長さ方向を略鉛直方向の姿
勢として、バーナー４０９を燃焼部が洗浄室１０５内に配置されるように洗浄装置１００
の天井から洗浄室１０５内に貫通させた状態で固定している。バーナー４０９の燃焼部が
洗浄室１０５内に配置され、バーナー４０９に予混合ガスを供給するガス管（図示なし）
を天井より上部で接続するように形成されている。
【００９９】
  バーナー４０９の燃焼部は表面燃焼部材として耐熱金属繊維を使用しており、所定の長
さで筒状に丸めて円周方向に巻きつけてバーナー４０９に電気溶接等によりほぼ密着させ
て固着させている。耐熱金属に覆われた部分に複数のノズル（小孔）を形成し、バーナー
４０９に供給される予混合ガスを表面燃焼部材の表面に噴出して燃焼させる。
【０１００】
  熱交換器である燃焼排気導出管４０２は、バーナー４０９の燃焼部を覆うように断面が
四角の筒形状を有して、燃焼排気導出管４０２の外周表面を洗浄室１０５内に臨ませて、
洗浄室１０５内に天井から第２貯水槽２０２に掛けて洗浄室内を上下方向に縦断して、洗
浄室を構成する壁面に沿って略鉛直方向に配置している。また、燃焼排気導出管４０２は
その上方端を洗浄室１０５内の天井面に固定し、下方端となる燃焼排気導出管の下端面４
１１を第２貯水槽２０２の内部に開口させている。燃焼排気導出管402の管内面は燃焼排
気をバーナー４０９のある上方から下方へガイドして燃焼排気導出管の下端面４１１から
吐出するように構成している。燃焼排気導出管４０２の上方端の内部にバーナー４０９が
配置されている。
【０１０１】
  燃焼排気導出管４０２の上方端側のバーナー４０９を覆う部分付近に、流下安定槽４０
５を設けている。流下安定槽４０５には循環ポンプ（循環手段）２０４の吐出し側に接続
された第３循環路２３３が連通して接続される。流下安定槽４０５に貯水される洗浄水を
検知する水位センサー４０６が設けられ、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って洗浄
水を流下させるように流下安定槽の底面に流下開口４０７が構成されている。
【０１０２】
  流下安定槽４０５は、循環ポンプ（循環手段）２０４から供給される洗浄水を所定量貯
水しながら、流下開口４０７から燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って流下させるよ
うに構成されている。
【０１０３】
  さらに、燃焼排気導出管４０２の下方端側の第２貯水槽２０２の上部近傍に、燃焼排気
導出管４０２の外周表面に沿って流下する洗浄水を第１貯水槽２０１にガイドし導入する
ガイド部材４１０を設けている。ガイド部材４１０により、燃焼排気導出管４０２の外周
表面に沿って流下する洗浄水は第２貯水槽２０２に流動せず、第１貯水槽２０１へと流動
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し導入される。
【０１０４】
  ガイド部材４１０は、燃焼排気導出管４０２に着脱可能に固定され、後述する清掃ステ
ップＳ６００において清掃する時には、ガイド部材４１０を燃焼排気導出管４０２から取
り外すことが可能である。ガイド部材４１０を分割可能として燃焼排気導出管４０２から
取り外せるようにすればよい。また、前記したように第２貯水槽２０２に固定した区画部
材２２９を取り外した後、燃焼排気導出管の下端面４１１側から取り外せるようにしても
よい。
【０１０５】
  図１、図３に示すように排気筒４０３は、洗浄装置１００の天井上面に設けられ本洗浄
ゾーン２００の洗浄室１０５と連通した筒形状であり、断面が四角の筒形状としている。
排気ダクト４０４は、搬入口１０６の上部に設けられ、断面形状を四角とした筒形状とし
ている。
【０１０６】
  図２に示すように、燃焼排気導出管４０２は、洗浄室１０５内の、洗浄室１０５を構成
する壁面となる正面側の扉１１３の近傍に位置する。具体的には、洗浄室１０５を構成す
る壁面のうち、コンベア（搬送手段）１０３による食器類（被洗浄物）１０４の搬送方向
に略直交する方向の正面側であって燃焼排気導出管４０２と対向する部分に、取り外し可
能な扉１１３が嵌入されている。燃焼排気導出管４０２は、この扉１１３の内面に沿って
、洗浄室内の高さ方向に伸長して配置される。つまり、正面側の扉１１３を取り外すと、
洗浄室１０５の外部から、燃焼排気導出管４０２に簡単に手が届く配置となっている。さ
らに、燃焼排気が吐出される燃焼排気導出管の下端面４１１と、燃焼排気を洗浄室１０５
内から外に排出する排気筒４０３は、洗浄室１０５内のコンベア１０３を挟んで対角の位
置となるよう配置している。
【０１０７】
  次に、本発明の実施形態１の洗浄装置の仕上げ洗浄ゾーン３００の詳細な構成を、図１
、図３、図５を参照して説明する。
【０１０８】
  図１に示すように、仕上げ洗浄ゾーン３００に縦方向（略鉛直方向）に設置したマニホ
ールド３０１には上部と下部とに開口（図示なし）を設けている。図５に示すように、マ
ニホールド３０１の下部端を、仕上げ洗浄水供給管３０５と連通させている。仕上げ洗浄
水供給管３０５は、清水供給管１０８から分岐させて形成し、開閉用のバルブ３０４を設
けている。
【０１０９】
  マニホールド３０１の各々の開口（図示なし）には所定の弾性を有するゴム等からなる
シールリング（図示なし）を挿入、固定してある。
【０１１０】
  ノズル管３０２、３０３は、洗浄水を噴射する複数のノズル（小孔）（図示なし）を形
成したものである。さらに、両端のうち一方の端部は開口させ、他方の端部はフタをする
。本発明の実施形態１においては、先端を押し潰し板状として閉止しフタをしたものであ
る。
【０１１１】
  マニホールド３０１の各々の開口（図示なし）には、ノズル管３０２、３０３の開口し
ている一方の端部が挿入され、先端を押し潰し板状として閉止している他方の端部は、洗
浄装置１００に別途固定した固定板の開口（図示なし）に挿入され、シールリング（図示
なし）と固定板の開口（図示なし）によって保持されている。
【０１１２】
  上部の開口（図示なし）に着脱自在に装着したノズル管３０２は、搬送手段であるコン
ベア１０３の上方部に設置し、ノズル管３０２に形成された複数のノズル（小孔）（図示
なし）から下方側に洗浄水を噴射する。これによって、うつ伏せとなっている食器類１０
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４の上面側(食器類の裏面側)に洗浄水を噴射し、本洗浄ゾーン２００の汚れを含んだ洗浄
水や、本洗浄ゾーン２００で洗剤を使用した際には洗剤成分を除去する。
【０１１３】
  また、下部の開口（図示なし）に着脱自在に装着したノズル管３０３は、回動するコン
ベア１０３の上下間に設置し、ノズル管３０３に形成された複数のノズル（小孔）（図示
なし）から上方側に洗浄水を噴射する。これによって、うつ伏せとなっている食器類１０
４の下面側(食器類の表面側)に洗浄水を噴射し、本洗浄ゾーン２００の汚れを含んだ洗浄
水や、本洗浄ゾーン２００で洗剤を使用した際には洗剤成分を除去する。
【０１１４】
  マニホールド３０１は、コンベア１０３による食器類１０４の搬送方向と直交方向の一
方の片側に配置し、ノズル管３０２、３０３は、コンベア１０３による食器類１０４の搬
送方向と略直交方向に配置している。
【０１１５】
  ノズル管３０２、３０３の装着方法は、先ずマニホールド３０１の開口（図示なし）に
固定した弾性を有するシールリング（図示なし）に、ノズル管３０２、３０３の開口して
いる一方の端部を挿入する。このときノズル管３０２、３０３の先端を押し潰し板状とし
て閉止している他方の端部の先端は、固定板（図示なし）よりもマニホールド３０１側に
なるまで挿入する。一旦挿入後ノズル管３０２、３０３を引き戻し、ノズル管３０２、３
０３の他方の端部の先端を固定板の開口（図示なし）に挿入して固定する。掃除等でノズ
ル管３０２、３０３を外すときは、前記固定時と逆の動作を行う。
【０１１６】
  なお、ノズル管３０２、３０３は、基本的には同一構成のものを共用し、上部の開口（
図示なし）に装着するノズル管３０２においては複数のノズル（小孔）（図示なし）を下
向き方向とし、下部の開口（図示なし）に装着するノズル管３０３においては複数のノズ
ル（小孔）（図示なし）を上向き方向にして配置するものである。
【０１１７】
  なお、被洗浄物を皿、お椀等の食器類１０４としたが、食器を載せるトレイ、食缶容器
でもよく、また、その他の一般容器、板状体、加工製品等であってもよい。さらに、搬送
手段であるコンベア１０３の上に例えば皿、お椀等の被洗浄物である食器類１０４をうつ
伏せ状態にして載せるようにしたが、例えばコンベア１０３の構成によってトレイ、板状
体、加工製品等を縦方向の姿勢として搬送するようにしてもよい。また、食器類１０４を
専用のカゴに収納して洗浄するカゴごと洗浄としてもよい。
【０１１８】
  なお、図示しないが、コンベア１０３は格子状、またはネット状等に構成されたもので
あり、食器類１０４が落下しない程度の開口を有し、噴射された洗浄水が前記開口を通過
して食器類１０４に十分当接（衝突）するようにしてある。これによって、噴射された洗
浄水により食器類１０４およびコンベア１０３自体を洗浄することができる。また、無端
状のコンベア１０３はモータ等の駆動手段（図示なし）により回動し上段のコンベア面に
より食器類１０４を搬送する。さらに、コンベア１０３上の食器類１０４の浮き上がりを
防止するため、食器類１０４の上面に別の押さえコンベアを設置してもよい。
【０１１９】
  なお、図示しないが、第１貯水槽２０１の底部には第１貯水槽２０１内の洗浄水の全て
を排出するバルブを有する排水管を設けてもよい。
【０１２０】
  なお、ノズル管２０８、２０９は複数本、５本としたが限定されるものではない。また
、ノズル（小孔）とせず噴射ノズルを装着し、用途に応じた噴射パターン、噴射量を得る
ようにしてもよい。
【０１２１】
  なお、開閉用のバルブ３０４は手動操作するものとしたが、電気駆動のバルブとしてコ
ンベア１０３の運転と連動させて、コンベア１０３の駆動と同時にバルブを開とするよう
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に制御してもよい。
【０１２２】
  なお、本洗浄ゾーン２００と仕上げ洗浄ゾーン３００の間に、カーテンを設けて洗浄ゾ
ーンを区画してもよい。飛散した洗浄水が隣のゾーンに移動することを防止できる。また
、搬出口１０７側に、低温の仕上げ洗浄ゾーンがあるので、搬出口１０７の上部に排気ダ
クトは設けていないが、必要に応じて設けてもよい。また、仕上げ洗浄水は、お湯として
もよい。この場合、排気ダクトを設けるのが好ましい。
【０１２３】
  なお、バーナーの形状は円筒形状でなくてもよく、角柱、円錐、半球状等、用途に合わ
せて選択すればよい。表面燃焼部材としては、耐熱金属繊維をニット状に編んだメタルニ
ットと、耐熱金属繊維を多孔基材上にランダムに積層し固着したメタルファイバーマット
がある。表面燃焼式のバーナーに限らす、予混合ガスの燃焼に用いられるバーナーを適用
すればよいものである。
【０１２４】
  第２貯水槽２０２の底部に接続された清水供給管１０８から第２貯水槽２０２へ清水を
洗浄水として供給したときや、同じく第２貯水槽２０２の底部に接続された第２循環路２
３２から第２貯水槽２０２へ洗浄水を供給したときに、これら洗浄水の流動によりバーナ
ー４０９の燃焼背圧が変動しないようにすることが好ましい。例えば、燃焼排気導出管の
下端面４１１と対向しない位置から洗浄水を供給する、燃焼排気導出管の下端面４１１か
ら吐出される燃焼排気に向けて洗浄水を供給しない、等の構成とすればよい。これにより
、バーナー４０９の燃焼背圧を一定とし、安定したバーナー４０９の燃焼とすることがで
きる。
【０１２５】
  次に、本発明の実施形態１における洗浄装置の運転動作を、図４（ａ）、図５～図１１
を参照して説明する。
【０１２６】
  まず、本発明の実施形態１の洗浄装置の本洗浄ゾーン２００にて実施する本洗浄の概要
を、図４（ａ）を参照して説明する。本洗浄では、図４（ａ）に示す各ステップを順次実
行する。各ステップの詳細な運転動作等についてはステップ毎に後述する。
【０１２７】
  最初に、貯水運転ステップＳ１００において、第１貯水槽および第２貯水槽に洗浄水を
貯水する。次に、加熱運転ステップＳ２００において、貯水された洗浄水を所定の温度に
加熱する。次に、洗浄運転ステップＳ３００において、加熱された洗浄水を噴射して搬送
手段であるコンベア１０３にて搬送される被洗浄物である食器類１０４を洗浄する。次に
、停止ステップＳ５００において、加熱運転、貯水運転を停止する。最後に、清掃ステッ
プＳ６００において、洗浄装置の清掃を行い、本洗浄を終了する。これらのステップは本
発明の実施形態１の洗浄装置の基本的な本洗浄の運転方法となるものである。
【０１２８】
  さらに、図４（ａ）には、洗浄運転ステップＳ３００と停止ステップＳ５００間に実施
し、洗浄終了後に第１貯水槽の洗浄液を中性化処理する中性化運転ステップＳ４００を付
加した例として記載している。中性化運転ステップＳ４００については、後述する実施形
態４にて詳細に説明する。
【０１２９】
  なお、本発明の実施形態１の洗浄装置の仕上げ洗浄ゾーンにて実施する仕上げ洗浄につ
いては、コンベア１０３の駆動開始に合わせて、ノズル管３０２、３０３から仕上げ洗浄
水を噴射する。詳細については、後述する洗浄運転ステップＳ３００の動作にて説明する
。
【０１３０】
  次に、本発明の実施形態１における洗浄装置の運転動作をより詳細にステップごとに、
図５～図１１を参照して説明する。
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【０１３１】
  先ず、図５を参照して、第１貯水槽と第２貯水槽とに清水を洗浄水として供給し所定の
水位に貯水する貯水運転ステップＳ１００の動作を説明する。
【０１３２】
  制御部（図示なし）への貯水運転の開始指示入力により、貯水運転を開始する。
【０１３３】
  まず、開閉用のバルブ２２１を開放し、第２貯水槽２０２の底部に第２貯水槽２０２に
連通して配管接続される清水供給管１０８から、第２貯水槽２０２に清水を洗浄水として
供給し貯水を開始する。
【０１３４】
  第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水が所定の水位を超えると、洗浄水は第２貯水槽２
０２からオーバーフローし溢流水Ｗａとなって、第１貯水槽２０１へ落下流動し、第１貯
水槽２０１へ貯水を開始する。このとき、第２貯水槽２０２の水位センサー２２７が所定
の水位にあることを検知している。
【０１３５】
  第１貯水槽２０１に貯水される洗浄水が所定の水位に到達し、水位センサー２２２が所
定の水位を検知すると、バルブ２２１を閉止して洗浄水の供給を止める。清水供給管１０
８から第２貯水槽２０２への清水の供給が停止し、第２貯水槽２０２から第１貯水槽２０
１への溢流水Ｗａの落下流動が停止する。第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水
された洗浄水が所定の水位となり、第１貯水槽２０１の水位センサー２２２と第２貯水槽
２０２の水位センサー２２７とが所定の水位を検知した状態となる。
【０１３６】
  以後、後述する停止ステップＳ５００において貯水運転を停止するまで、第１貯水槽２
０１の水位センサー２２２、第２貯水槽２０２の水位センサー２２７のいずれかが、所定
の水位に満たないことを検知すると、バルブ２２１が開放され清水が供給され、第１貯水
槽２０１と第２貯水槽２０２とがそれぞれ所定の水位を維持するように制御される。
【０１３７】
  次に、図６を参照して、貯水運転ステップＳ１００において第１貯水槽２０１と第２貯
水槽２０２に貯水された洗浄水を所定の温度に加熱する加熱運転ステップＳ２００の動作
を説明する。
【０１３８】
  加熱運転ステップＳ２００は、燃焼排気導出管の下端面４１１が位置する第２貯水槽２
０２と、熱交換部である燃焼排気導出管４０２の外周表面と、へ第１貯水槽２０１に貯水
された洗浄水の供給を行い、燃焼排気導出管４０２に覆われたバーナー４０９を燃焼し燃
焼排気Ｅｘを燃焼排気導出管４０２に流動させ吐出させることで、洗浄水を加熱するもの
である。第２貯水槽２０２では燃焼排気Ｅｘと循環させた洗浄水とが気液接触することで
洗浄水の直接加熱を行い、燃焼排気導出管４０２の外周表面では供給されて流下する洗浄
水の間接加熱を行う。さらに、直接加熱後の燃焼排気Ｅｘは洗浄室１０５内に放散され、
庫内を加熱する。
【０１３９】
  また、洗浄運転前の初期の貯水後の加熱と、洗浄ステップＳ３００における加熱と、で
は加熱方法が異なる。洗浄運転ステップＳ３００における加熱の詳細については、後述す
る洗浄運転ステップＳ３００の動作にて説明する。
【０１４０】
  制御部（図示なし）への加熱運転の開始指示入力により、加熱運転を開始する。貯水運
転ステップＳ１００にて、第１貯水槽２０１の水位と第２貯水槽２０２の水位とが所定の
水位にあることを検知した信号で自動的に加熱運転を開始してもよいし、制御部（図示な
し）に設けた操作スイッチで加熱運転を開始してもよい。
【０１４１】
＜洗浄水の循環＞
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  まず、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水を、加熱部となる第２貯水槽２０２と燃焼
排気導出管４０２の外周表面とに供給するために、循環ポンプ（循環手段）２０４を駆動
する。循環ポンプ（循環手段）２０４は、第１貯水槽２０１に貯水した洗浄水を第１貯水
槽の底部に連通する第１循環路２３１を介して吸込み、第２循環路２３２と第３循環路２
３３とに吐出する。
【０１４２】
  このとき第２循環路２３２に備えたバルブ（切替手段）２３４は開放しており、第２循
環路２３２に吐出された洗浄水は、第２循環路２３２を流動し第２貯水槽２０２に供給さ
れる。第２貯水槽２０２からオーバーフローし、第１貯水槽２０１に溢流水Ｗａとして落
下流動され、再び循環ポンプ（循環手段）２０４へ吸い込まれる循環流動状態となる。
【０１４３】
  また、第３循環路２３３に吐出された洗浄水は、第３循環路２３３を流動し燃焼排気導
出管４０２の上部に設けられた流下安定槽４０５に供給される。流下安定槽４０５に供給
された洗浄水は、流下安定槽４０５の底面に構成される流下開口４０７から燃焼排気導出
管４０２の外周表面に供給され、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って落下流水Ｗｂ
として流下し、ガイド部材４１０にて第１貯水槽２０１へ導入され、再び循環ポンプ（循
環手段）２０４へ吸い込まれる循環流動状態となる。
【０１４４】
  前記循環流動状態においては、第２循環路２３２と第３循環路２３３とを併用して洗浄
水を循環させた状態となる。これにより、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水
された洗浄水の全体を循環させることができる。
【０１４５】
  また、燃焼排気導出管４０２の外周表面は洗浄室１０５内に臨んで配置していることか
ら、外周表面に沿って流下する落下流水Ｗｂは、洗浄室１０５内に露出して流下すること
となる。
【０１４６】
  また、流下安定槽４０５に供給された洗浄水は、流下安定槽４０５にある程度貯水され
た状態として流下開口４０７から供給できるように、循環され供給される洗浄水の量と、
流下させる洗浄水の量を調整するものである。例えば、循環され供給される水の量を多め
にしておき、流下安定槽の上端部からオーバーフローさせてもよい。
【０１４７】
  これにより、流下安定槽４０５に供給された洗浄水は、流下開口４０７の全体から均一
に安定した状態で燃焼排気導出管４０２の外周表面に供給される。供給された洗浄水は、
燃焼排気導出管４０２の外周表面に均一に広がった状態で落下流水Ｗｂとして燃焼排気導
出管４０２の外周表面に沿って流下していく。
【０１４８】
  なお、前記した流下安定槽４０５の上端部からオーバーフローさせた洗浄水を、燃焼排
気導出管４０２の外周表面に流動させて流下させるようにしてもよい。また、流下開口４
０７を設けず、流下安定槽４０５に貯水した洗浄水をオーバーフローさせて燃焼排気導出
管４０２の外周表面に沿って流下させる構成としてもよい。
【０１４９】
  流下安定槽４０５から落下流水Ｗｂとして流下させる洗浄水の量は、例えば毎分３～１
３リットル程度とするものである。加熱する洗浄水の量、洗浄水の所定の温度、バーナー
の燃焼量等によって設定すればよい。
【０１５０】
  また、循環ポンプ（循環手段）２０４の駆動を開始した際に、第１貯水槽２０１に貯水
された洗浄水が第１循環路２３１を介して循環ポンプ（循環手段）２０４に吸い込まれ、
第２循環路２３２と第３循環路２３３とに吐き出されて、第２貯水槽２０２と燃焼排気導
出管４０２とに供給されて循環流動するが、流動する洗浄水が吸い込まれて第１貯水槽２
０１に戻るまでに流動する洗浄水の分だけ、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水が減り



(20) JP 6771301 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

水位が下がる。所定の水位より水位が下がったことを水位センサー２２２にて検知すると
、バルブ２２１が開放され清水供給管１０８より新たな清水が第２貯水槽２０２に供給さ
れオーバーフローして第１貯水槽２０１に供給され、第１貯水槽２０１に貯水する洗浄水
の水位を所定の水位に維持する。
【０１５１】
  洗浄水が循環されて、水位センサー４０６により流下安定槽４０５に貯水される洗浄水
が所定の水位にあることを検知し、水位センサー２２７により第２貯水槽２０２に貯水さ
れる洗浄水が所定の水位にあることを検知すれば、洗浄水の循環が安定した状態になって
いると判断し、次に燃焼装置４０１のバーナー４０９の燃焼を開始する。
【０１５２】
＜バーナー燃焼の説明＞
  制御部（図示なし）から燃焼開始の信号が出ると、イグナイター（図示なし）に通電し
、バーナー４０９に近接して位置するスパークバー（図示なし）間に放電火花を発生させ
る。
【０１５３】
  次に予混合ガス供給手段であるブロワ（図示なし）を駆動させて、燃焼用空気をミキサ
ー（図示なし）、バーナー４０９へ供給を開始する。分岐管（図示なし）からミキサー（
図示なし）への供給空気圧力を空燃比比例制御装置（図示なし）に印加するとともにエア
ーフロースイッチ（図示なし）で供給空気圧力を検出する。
【０１５４】
  次に、燃焼用空気が供給されると、燃焼用のガスがガス供給管４０８から空燃比比例制
御装置、ガス管（図示なし）を介してミキサー（図示なし）に流れ、ガスと燃焼用空気を
混合する。さらに、ガスと燃焼用空気を混合した予混合ガスは、ミキサー（図示なし）か
ら予混合を供給するガス管（図示なし）を介してバーナー４０９へ供給される。
【０１５５】
  このとき、ミキサー（図示なし）へ供給される燃焼用空気量と分岐管（図示なし）から
空燃比比例制御装置（図示なし）へ印加する供給空気圧力の相関を把握しておき、この供
給空気圧力を空燃比比例制御装置（図示なし）に印加して空燃比（空気とガスの混合比）
を所定値範囲になるようにミキサー（図示なし）に供給するガス量を空燃比比例制御装置
（図示なし）で制御する。
【０１５６】
  バーナー４０９でのガスの燃焼量の設定は、空燃比比例制御装置（図示なし）へ印加す
る供給空気圧力に追従してガスの流量を制御して設定する。ガスの燃焼量の変化はブロワ
（図示なし）の回転数の制御によって行う。
【０１５７】
  バーナー４０９へ供給された予混合ガスは、バーナー４０９の表面燃焼部材に覆われた
部分に形成する複数のノズル（小孔）から噴出し、表面燃焼部材（図示なし）内を拡がり
表面部から噴出する。この噴出した予混合ガスはスパークバー（図示なし）間に形成され
た放電火花によって着火し表面燃焼部材（図示なし）の全体で燃焼を開始する。バーナー
４０９が燃焼開始後、スパークバー（図示なし）の放電火花を停止させる。また、フレー
ムロッド（図示なし）により燃焼を確認し動作を継続する。
【０１５８】
  バーナー４０９の燃焼中に、流下安定槽４０５に設けられた水位センサー４０６により
、流下安定槽４０５の水位が所定の水位より低下したことを検知すると、燃焼排気導出管
４０２の外周表面に沿って流下する洗浄水である落下流水Ｗｂの量が不足していると判断
し、異常加熱を防止するためにバーナー４０９の燃焼を停止させる。さらに、第２貯水槽
２０２の内部に取り付けられている水位センサー２２８により、第２貯水槽２０２の水位
が内部に位置する燃焼排気導出管の下端面４１１よりも少し上となる下限水位より低下し
たことを検知すると、第２貯水槽２０２内で気液接触させる洗浄水の量が不足している判
断し、バーナー４０９の燃焼を停止させる。水位センサー４０６、２２８は安全装置とし
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て機能している。
【０１５９】
  そのほかにも、第１貯水槽２０１、第２貯水槽２０２の水位の低下や循環ポンプ（循環
手段）２０４の駆動が停止した際に燃焼を停止させる等の基本的なインターロック回路を
備えている。また、貯水運転が停止していると加熱運転が開始できないようにインターロ
ック回路を備えてもよい。さらに、洗浄室１０５内に過昇温防止の温度センサー（図示な
し）を設け、洗浄室１０５内の温度が上昇しすぎた際にバーナー４０９の燃焼を停止させ
てもよい。
【０１６０】
＜燃焼排気Ｅｘの流動＞
  図６の破線の矢印で示すように、予混合ガスの燃焼によって生じる燃焼排気Ｅｘは、燃
焼排気導出管402の管内面にガイドされ、燃焼排気導出管４０２の内部をバーナー４０９
側から燃焼排気導出管の下端面４１１側に向かって上から下に流動する。燃焼排気導出管
の下端面４１１は第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水中に水没した状態で位置するので
、下端面には水圧が掛かっているが、この水圧に抗して燃焼排気Ｅｘは燃焼排気導出管の
下端面４１１面から洗浄水中に吐出される。洗浄水中に吐出された燃焼排気Ｅｘは、洗浄
水中を浮上し第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水の水面から洗浄室１０５内に放散され
導入される。
【０１６１】
  前記燃焼排気Ｅｘの洗浄水中への吐出は、いわゆる液中燃焼法による加熱であり、燃料
をバーナーで燃焼させて得られる高温の燃焼排気Ｅｘを直接液中に噴出させて、気液接触
することで直接加熱を行う方法として知られており、高い加熱効率が得られる加熱方法と
して知られている。本発明の実施形態１においては、この加熱効率の良い気液接触による
直接加熱を行う液中燃焼法を洗浄水の加熱に適用したものである。
【０１６２】
  （燃焼排気の洗浄室導入）
  第２貯水槽の上部の空間は洗浄室内と連通される。これにより、気液接触した後の燃焼
排気は、前記洗浄室内に導入され、洗浄室を通過してから前記洗浄室外に排出されるよう
になっている。
  例えば実施形態において、第２貯水槽は、洗浄室内であって搬送方向下流側寄りにて上
方に開放され、第２貯水槽に貯水された洗浄水は洗浄室内の一端側を臨む。また、洗浄室
内であって搬送方向上流側寄りには排気ダクトの排気口が設けられ、排気ダクトの排気口
は、洗浄室内の他端側を臨む。すなわち、洗浄室内の一端側の下部に第２貯水槽が配置さ
れ、前記一端側と反対側である、洗浄室内の他端側の上部に排気ダクトが配置されている
。
  第２貯水槽において気液接触した後の燃焼排気Ｅｘは、洗浄室１０５内に放散して導入
され、洗浄室１０５の一端側から他端側へ向かって洗浄室内を流動し通過して、主に排気
筒４０３に導かれて洗浄室１０５外に排出される。また前記燃焼排気Ｅｘは、同様に洗浄
室１０５内を流動し通過して、搬入口１０６から排出され排気ダクト４０４に導かれて、
上部に排出される燃焼排気Ｅｘもある。上部に導かれた燃焼排気Ｅｘは、別途設ける排気
フード（図示なし）等により回収されて洗浄装置１００を設置している建物の外部に排出
される。
【０１６３】
  第２貯水槽２０２の貯水量を第１貯水槽２０１の貯水量より少ない構成とし、さらに第
２貯水槽２０２に清水を直接供給することができるので、第２貯水槽２０２は所定の水位
に保ち易く安定したものとなり、燃焼排気導出管の下端面４１１にかかる水圧を一定に保
つことができる。これにより、バーナー４０９の燃焼背圧が一定となり、バーナー４０９
の燃焼が安定したものとなる。液中燃焼方式でありながら安定した燃焼の実現を可能とす
る構成としている。
【０１６４】
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＜洗浄水の加熱について＞
  洗浄水が循環流動状態となり、バーナー４０９が燃焼することで、洗浄水の加熱が始ま
る。
【０１６５】
＜気液接触による直接加熱＞
  バーナー４０９の燃焼部を覆うように配置される断面が四角の筒形状の燃焼排気導出管
の下端面４１１は、第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水中に水没した状態であり、バー
ナー４０９の燃焼排気Ｅｘは熱交換器である燃焼排気導出管４０２内をバーナー４０９か
ら燃焼排気導出管の下端面４１１に向かって流動し、燃焼排気導出管４０２の下端面４１
１から第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水中に吐出される。洗浄水中に吐出された燃焼
排気Ｅｘと洗浄水とが気液接触することで洗浄水を直接加熱する。
【０１６６】
  循環ポンプ（循環手段）２０４により洗浄水が循環していることから、第２貯水槽２０
２内で気液接触することにより直接加熱された洗浄水は第２貯水槽２０２からオーバーフ
ローして第１貯水槽２０１へ溢流水Ｗａとして流下される。
【０１６７】
  また、従来の洗浄装置のように、貯水され循環していない洗浄水の一部を局所的に加熱
し全体に熱伝導させるのではなく、洗浄水全体を循環させて流動させながら洗浄水の全体
を加熱するものである。洗浄水を循環させることにより、少しでも温度の低い洗浄水を燃
焼排気Ｅｘと気液接触させて直接加熱することができ、加熱において温度差Δｔを大きく
とることができる。
【０１６８】
  これにより、加熱効率の良い気液接触による直接加熱を洗浄水の加熱に適用した上に、
温度差Δｔを大きくとることができるので、第２貯水槽２０２における気液接触による直
接加熱の加熱効率をより高めた状態で循環させた洗浄水を加熱することができる。温度の
低い洗浄水を循環させて、高い加熱効率のもとで加熱することができ、洗浄水の所定の温
度への加熱時間を短縮することができる。
【０１６９】
＜落下流水Ｗｂの間接加熱＞
  燃焼排気導出管４０２の内部で燃焼するバーナー４０９の燃焼炎と下方へ流動する燃焼
排気Ｅｘとにより、燃焼排気導出管４０２は熱せられており、この熱せられた燃焼排気導
出管４０２の外周表面に沿って流下する洗浄水である落下流水Ｗｂを間接加熱する。
【０１７０】
  このとき、流下安定槽４０５に貯水しながら燃焼排気導出管４０２の外周表面へ流下さ
せているので、燃焼排気導出管４０２の外周表面の略全体に沿って落下流水Ｗｂが流下し
ていく。よって熱せられた燃焼排気導出管４０２の外周表面全体で間接加熱することがで
き、効率の良い加熱が可能となる。
【０１７１】
  加熱されながら流下する洗浄水である落下流水Ｗｂは、燃焼排気導出管４０２の下部に
設けられたガイド部材４１０により、第２貯水槽２０２には流動せず第１貯水槽２０１へ
流動され導入される。
【０１７２】
  ガイド部材４１０は、第２貯水槽２０２の上部に位置し、第２貯水槽２０２に貯水され
た洗浄水の水面から放散された燃焼排気Ｅｘにより熱せられている。また、燃焼排気Ｅｘ
を導出することにより熱せられた燃焼排気導出管４０２と当接して取り付けられているこ
とから、燃焼排気導出管４０２からの熱伝導によってもガイド部材４１０は熱せられてい
る。
  熱せられたガイド部材４１０に沿って流動する落下流水Ｗｂはさらに加熱されることと
なる。ガイド部材４１０に沿って流動することで加熱された落下流水Ｗｂが、第１貯水槽
２０１に導入され、再び循環ポンプ（循環手段）２０４へ吸い込まれ、循環流動状態とな



(23) JP 6771301 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

り加熱を繰り返していく。
【０１７３】
  燃焼排気導出管４０２は熱伝導体からなり、バーナー４０９の燃焼排気Ｅｘを内部流動
させ、燃焼排気導出管４０２の下端面４１１から吐出するようにガイドするとともに、洗
浄室の高さ方向に亘って真直ぐ伸長して配置される。この配置によって、燃焼排気導出管
４０２の外周表面が前記洗浄室内を縦方向に臨むこととなる。燃焼排気導出管４０２の内
部に燃焼装置からの燃焼排気Ｅｘが流動することで、燃焼排気導出管４０２を熱伝導体と
して、洗浄室１０５内をその高さ方向に亘って加温するものとなっている。また、燃焼排
気管４０２の内部に燃焼排気を流動させると共に、循環手段によって、第１貯水槽の洗浄
水を燃焼排気導出管４０２の外周表面へ供給する。この燃焼排気導出管４０２の外周表面
に洗浄水を流下させる際に、燃焼排気導出管４０２の外周表面と、洗浄水である流下中の
落花流水Ｗｂとが熱交換することで、洗浄水が間接加熱される。
【０１７４】
  以上のように、第２循環路２３２と第３循環路２３３とを併用して洗浄水を循環させる
ことにより、第２貯水槽２０２内に供給された洗浄水の直接加熱と、燃焼排気導出管４０
２の外周表面に供給された洗浄水の間接加熱との２種類の加熱を併用して洗浄水の加熱を
効率的に行うことができ、加熱時間の短縮化を図ることができる。
【０１７５】
  また、従来の洗浄装置においては、熱交換部付近の洗浄水の流動が弱く洗浄水がそこに
とどまっていることが多く、熱交換部付近での局所的な加熱となることが多かった。本発
明の実施形態１の洗浄装置において、洗浄ポンプ２０３の駆動を停止している際の加熱中
は、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って落下流水Ｗｂを流下させる循環流動と第２
貯水槽２０２への循環流動とを併用することにより、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０
２とに貯水された洗浄水の全体の循環が活発になり、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０
２とに貯水した洗浄水の全体を温度差なく均一に加熱することができる。
【０１７６】
  燃焼排気導出管４０２は、略水平の搬送方向と交差する鉛直縦方向に沿って、洗浄室１
０５の高さ方向に亘って真直ぐ縦断するように伸長して配置されることで、燃焼排気導出
管４０２の外周表面が前記洗浄室１０５内を縦方向に臨むこととなる。燃焼排気導出管４
０２の内部を燃焼排気Ｅｘが流動することで外周表面が加熱され、また、循環手段によっ
て、燃焼排気導出管４０２の外周表面へ洗浄水を供給することで、流下中の洗浄水を加熱
すると共に、洗浄室１０５内を加温するものとしている。
【０１７７】
  なお、燃焼排気導出管４０２は、少なくとも一部が洗浄室１０５内の高さ方向に伸長し
ていればよい。例えば、燃焼排気導出管４０２の他の実施形態として、洗浄室１０５内を
斜め下方向に伸長するものでもよく、或いはさらに他の実施形態として、燃焼排気導出管
４０２が洗浄室１０５内で屈曲して洗浄室１０５内の鉛直方向に伸長するもの、例えば階
段状に屈曲して伸長するものでもよい。
【０１７８】
  また、燃焼排気導出管４０２の下方端側にガイド部材４１０を設けない構成としてもよ
い。この場合には、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って流下し間接加熱された落下
流水を、第２貯水槽２０２に流動させることとなり、さらに第２貯水槽202内で燃焼排気
Ｅｘと気液接触することで直接加熱され、第２貯水槽２０２からオーバーフローして第１
貯水槽２０１へ溢流水Ｗａとして落下流動することとなる。
  また、詳しくは後述するが、アルカリ洗剤を混入する場合には、液性の変化を抑制する
ためにガイド部材を設けることが好ましい。
【０１７９】
＜庫内加熱＞
  燃焼排気導出管の下端面４１１から吐出された燃焼排気Ｅｘは、第２貯水槽２０２に貯
水された洗浄水と気液接触することで洗浄水を直接加熱しながら洗浄水中を浮上し、第２
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貯水槽２０２に貯水された洗浄水の水面から洗浄室１０５内に放散され導入される。
【０１８０】
  洗浄室１０５内に放散され導入された燃焼排気Ｅｘは、洗浄水と気液接触し熱交換し加
熱した後であっても、比較的高い温度を維持していることが多く、洗浄室１０５内を流動
し通過しながら、洗浄室１０５の内面や、洗浄室１０５内のマニホールドやノズル管、洗
浄室内部に位置する搬送手段であるコンベア１０３等の構成部品と接触し、上部外郭体１
０１や構成部品を加熱する。
【０１８１】
  このとき、図２に示すように、第２貯水槽２０２と排気筒４０３は、洗浄室１０５の対
角に位置していることにより、第２貯水槽２０２の水面から放散されてから排気筒４０３
により排気されるまでの距離を長くとり、洗浄室１０５内に燃焼排気Ｅｘをできるだけ長
く流動させ通過させて、洗浄室１０５の内面や構成部品を効果的に加熱する。したがって
、燃焼排気を有効利用し、燃焼により発生した熱の利用の最大化を図ることができる。
【０１８２】
  また、排気用の煙道等を設けることなく、洗浄室１０５を排気通路として利用すること
ができるので、装置の簡略化を図ることができる。
【０１８３】
  燃焼排気Ｅｘは洗浄室１０５内を流動し通過しながら洗浄室１０５の内面や構成部品を
加熱した後、排気筒４０３に導かれて洗浄室１０５外に排出されたり、搬入口１０６から
排出され排気ダクト４０４に導かれて上部に排出されたりする。燃焼排気は充分に熱交換
されて洗浄室外に排出されることとなる。したがって、洗浄水を加熱した後の燃焼排気を
有効利用するとともに、排出される燃焼排気の温度を下げることができ、良好な作業環境
を提供することができる。
【０１８４】
  さらに、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って流下する落下流水Ｗｂは洗浄室１０
５内に露出して流下していることから、熱交換器である燃焼排気導出管４０２の外周表面
にて加熱された落下流水Ｗｂの熱の一部が洗浄室１０５内に放出されることにより、洗浄
室１０５内は加熱されることとなる。
【０１８５】
  放出された熱は、燃焼排気Ｅｘと同様に、洗浄室１０５の内面や、洗浄室１０５内のマ
ニホールドやノズル管、洗浄室内部に位置する搬送手段であるコンベア１０３等の構成部
品と接触し、上部外郭体１０１や構成部品を加熱することとなる。
【０１８６】
  上部外郭体１０１や構成部品を加熱することの効果については、後述する洗浄運転ステ
ップＳ３００の動作にて説明する。
【０１８７】
＜加熱停止制御＞
  洗浄水を循環し、バーナーを燃焼することで洗浄水を加熱することにより、洗浄水の温
度が上昇していく。第１貯水槽２０１に備えた温度センサー２２３が所定の温度に達した
ことを検知すると、バーナー４０９の燃焼を停止する。このときの状態を示すのが図７で
あり、次のステップである洗浄運転ステップＳ３００を開始できる状態となる。
【０１８８】
  バーナー４０９の燃焼停止後、後述する停止ステップＳ５００において加熱運転を停止
するまでは、洗浄水の温度が低下し、温度センサー２２３にて所定の温度より低下したこ
とを検知すると、バーナー４０９の燃焼を開始し再加熱が始まり、洗浄水は所定の温度に
維持するように制御される。バーナー４０９の燃焼を停止しても、循環ポンプ（循環手段
）２０４は駆動したままとしており、洗浄水を循環させている。
【０１８９】
  仮にバーナー４０９の燃焼の停止に合わせて循環ポンプ（循環手段）２０４の駆動を停
止すると、第３循環路２３３中に循環されている洗浄水が第１貯水槽２０１にリターンさ
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れ、第１貯水槽２０１水位が所定の水位よりも高くなりオーバーフロー管２２４より排出
されることとなる。
  その後、洗浄水の温度が低下し所定の温度より低くなり再加熱を始めるとき、まず停止
した循環ポンプ（循環手段）２０４の駆動が始まる。その際に、循環ポンプ（循環手段）
２０４が吸い込む洗浄水の分だけ第１貯水槽２０１の水位が下がり、その分清水が供給さ
れ、清水が供給されたことで洗浄水の温度が下がる。使用水量が増えるとともに、加熱に
要するエネルギーがより多く必要となる。
【０１９０】
  バーナー４０９の燃焼を停止するが、循環ポンプ（循環手段）２０４は駆動したままと
していることにより、使用水量や加熱に要するエネルギーを減らすことができるとともに
、再加熱に掛かる時間を短縮することができる。さらに、循環ポンプ（循環手段）２０４
の再駆動を待たずに燃焼を開始できるので、再加熱するときの応答性が良いものとなる。
【０１９１】
  さらに、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って落下流水Ｗｂを流下させることによ
る循環流動と第２貯水槽２０２への循環流動とにより、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２
０２とに貯水された洗浄水の全体の循環が活発になり、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２
０２とに貯水された洗浄水の全体を温度差のない均一な温度に維持することができる。
【０１９２】
  ただし、バーナー４０９は燃焼していないのに長時間循環ポンプ（循環手段）２０４が
駆動されていることとなり、節電という側面からみると好ましくなく、ポンプの運転時間
が増えることによるポンプの耐久性への影響も考慮すべきであるという見方もできる。
【０１９３】
  バーナー４０９の燃焼の停止後、タイマー等で制御して循環ポンプ（循環手段）２０４
を所定の時間駆動させてから停止してもよい。燃焼排気導出管４０２の残熱を洗浄水に熱
交換して燃焼排気導出管４０２の温度を下げるように、所定の時間を設定すればよい。さ
らに、バーナー４０９の燃焼の停止と同時に、循環ポンプ（循環手段）２０４の駆動を停
止するように制御してもよい。いずれの制御を選択するのかは、運転条件等により選択す
ればよいものである。
【０１９４】
  ただし、前記したように使用水量や加熱に要するエネルギーを減らすことができる点、
循環ポンプ（循環手段）２０４の駆動を待たずにバーナー４０９の燃焼を開始できる点、
第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水された洗浄水の全体を温度差のない均一な
温度に維持する点で、バーナー４０９の燃焼を停止した際に、循環ポンプ（循環手段）２
０４を駆動させておくことが好ましい。
【０１９５】
  また、一旦洗浄水を所定の温度まで加熱し、洗浄水の温度が多少低下したとしても所定
の温度に維持するために再加熱を行わず、洗浄運転を開始する直前に再加熱運転してもよ
いという場合もある。この場合、作業者が制御部（図示なし）を介して加熱運転そのもの
を停止しておけばよい。
【０１９６】
  供給される清水は、水道水であれば通常１０～２５℃くらいであり、洗浄に適した温度
、例えば６０～８０℃程度にまで加熱するものである。なお洗浄水の所定の温度は、所定
の温度に対して適当なすきま値をもって制御すればよく、厳密に所定の温度になっている
わけではない。すきま値は例えば所定の温度に対して±３℃程度に設定すればよい。
【０１９７】
  また、貯水運転ステップＳ１００と加熱運転ステップＳ２００を実施し、所定の水位お
よび所定の温度となり次の洗浄運転ステップＳ３００を開始できる状態になったことを表
示ランプ（図示なし）等で作業者にお知らせするようにしてもよい。
【０１９８】
＜洗浄運転ステップ＞
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  次に、図８～図１１を参照して、加熱された洗浄水を噴射して搬送手段であるコンベア
１０３にて搬送される被洗浄物である食器類１０４の汚れを除去する洗浄運転ステップＳ
３００の動作を説明する。
【０１９９】
  図８、図９を参照して洗浄運転ステップＳ３００の概略を説明する。
【０２００】
  洗浄運転ステップＳ３００を開始すると、図８に示すように本洗浄ゾーン２００の洗浄
ポンプ２０３を駆動してノズル管２０８、２０９から洗浄水を噴射し、さらに搬送手段で
あるコンベア１０３を駆動し、仕上げ洗浄ゾーン３００では、バルブ３０４を開放しノズ
ル管３０２、３０３から仕上げ洗浄水を噴射する。洗浄ポンプ２０３の駆動を開始したと
き、貯水された洗浄水は洗浄ポンプ２０３に吸い込まれて水位低下するが、その洗浄水の
分だけ清水供給管１０８より新たな清水を洗浄水として供給し、この洗浄水の供給により
第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水の温度が低下するので加熱している状態となる。
【０２０１】
  つぎに図９に示すように、第１貯水槽２０１が所定の水位になると清水の供給が停止し
、所定の温度になるとバーナー４０９の燃焼が停止した状態となり、搬送手段であるコン
ベア１０３により食器類１０４を搬送し、噴射される洗浄水により食器類１０４に付着し
た汚れを除去する。
【０２０２】
  洗浄運転ステップＳ３００は、洗浄水の所定の水位への貯水と所定の温度への加熱が完
了した状態で、本洗浄ゾーン２００の洗浄ポンプ２０３を駆動してノズル管２０８、２０
９から洗浄水を噴射し、搬送手段であるコンベア１０３を駆動し、搬入口１０６から被洗
浄物である食器類１０４を投入し、投入した食器類１０４をコンベア１０３で搬送しなが
ら噴射される洗浄水、仕上げ洗浄水で洗浄し、搬出口１０７から食器類１０４を排出し、
洗浄ポンプ２０３の駆動を停止し、コンベア１０３の駆動を停止するものである。
【０２０３】
  洗浄運転ステップＳ３００においても、前記した貯水運転と加熱運転とは継続されてお
り、第１貯水槽２０１に貯水される洗浄水の所定の水位と所定の温度は維持されている。
つまり、洗浄運転ステップにおいても、第１貯水槽２０１の水位センサー２２２、第２貯
水槽２０２の水位センサー２２７のいずれかが、所定の水位に満たないことを検知すると
、清水供給管１０８から清水の供給が開始され、所定の水位を維持するように制御され、
また、洗浄水の温度が低下し所定の温度より低くなったとき、バーナー４０９の燃焼を開
始し加熱が始まり、洗浄水は所定の温度に維持するように制御される。
【０２０４】
  洗浄運転ステップＳ３００について、順を追って詳細に説明していく。
【０２０５】
  まず、制御部（図示なし）への洗浄運転の開始指示により、洗浄ポンプ２０３を駆動し
た際の動作を、図８を参照して説明する。洗浄ポンプ２０３は駆動を開始すると、第１貯
水槽２０１に所定の水位で所定の温度に貯水された洗浄水を第１貯水槽２０１の底部に連
通する吸込み管２２５を介して吸込む。洗浄ポンプ２０３に吸い込まれた洗浄水は、本洗
浄水供給管２２６を介して、上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７へ流動す
る。上部マニホールド２０６と下部マニホールド２０７に流動した洗浄水は、上部マニホ
ールド２０６に装着されたノズル管２０８と、下部マニホールド２０７に装着されたノズ
ル管２０９とに形成されたノズル（小孔）（図示なし）から洗浄水を噴射する。噴射され
た洗浄水は、食器類の汚れの除去に供されて第１貯水槽２０１に回収され、再び洗浄ポン
プ２０３へ吸い込まれる洗浄流動状態となる。
【０２０６】
  洗浄ポンプ２０３を駆動すると、洗浄水の循環流動の経路を変更することにより、洗浄
水の加熱方法が変わることについて説明する。
【０２０７】
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  洗浄運転ステップＳ３００を開始するまでの加熱運転における循環流動の経路は、第２
貯水槽２０２への供給および燃焼排気導出管４０２の外周表面への供給を併用した循環経
路とし、洗浄水は直接加熱と間接加熱とを併用して加熱される。
  一方、洗浄運転ステップＳ３００における加熱運転の循環流動の経路は、第２貯水槽２
０２への循環供給をせずに、燃焼排気導出管４０２の外周表面への供給のみとし、供給さ
れた洗浄水は燃焼排気導出管４０２の外周表面で間接加熱されることとなる。
【０２０８】
  洗浄ポンプ２０３を駆動すると、第２循環路２３２に備えた開閉用のバルブ（切替手段
）２３４を閉止する。これにより、循環ポンプ（循環手段）２０４から吐出される洗浄水
は、第３循環路２３３のみを流動し、流下安定槽４０５に供給され、流下安定槽４０５の
流下開口４０７から燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って流下し、ガイド部材４１０
により、第１貯水槽２０１へと流動し導入される。
【０２０９】
  第２貯水槽２０２には、洗浄水が供給されなくなる。第２貯水槽２０２に貯水されてい
る洗浄水は所定の水位である水位センサー２２７の検知位置で維持するように制御されて
いる。また、第１貯水槽２０１の洗浄水の水位が所定の水位より低下したときは、バルブ
２２１が開放され、清水が第２貯水槽２０２に供給され、第２貯水槽２０２からオーバー
フローし、第１貯水槽２０１に溢流水Ｗａとして落下流動し、第１貯水槽２０１へ貯水さ
れる。
【０２１０】
  洗浄ポンプ２０３を駆動したときに、循環流動の経路を変更することの作用、効果につ
いて図８を参照して説明する。
【０２１１】
  洗浄ポンプ２０３の駆動を開始すると、第１貯水槽２０１に貯水した洗浄水が洗浄ポン
プ２０３に吸い込まれ、本洗浄水供給管２２６に吐出されて、ノズル管２０８と２０９と
に形成されたノズル（小孔）（図示なし）から噴射される。そして、第１貯水槽２０１に
回収され再び洗浄ポンプ２０３へ吸い込まれる洗浄流動状態となる。
【０２１２】
  このとき、洗浄流動する洗浄水が洗浄ポンプ２０３に吸い込まれて第１貯水槽２０１に
回収されるまでに流動する洗浄水の分だけ、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水が減り
水位が下がる。水位が下がったことを水位センサー２２２にて検知すると、バルブ２２１
が開放され清水供給管１０８より新たな清水が洗浄水として第２貯水槽２０２に供給され
、第２貯水槽２０２から溢流水Ｗａとして落下流動し第１貯水槽２０１に供給され、第１
貯水槽２０１に貯水する洗浄水の水位を所定位置に維持する。
【０２１３】
  従来の洗浄装置においては、ポンプの駆動を開始した際に貯水した洗浄水の水位が下が
ると、その分温度の低い清水が給水され、洗浄水全体の温度が低下して所定の温度にリカ
バリーするのに時間がかかるという課題があった。また、貯水された洗浄水の温度が低下
した後、所定の温度での洗浄を開始するために、所定の温度に達するまで長時間待たなけ
ればいけない煩わしさがあった。
【０２１４】
  本発明の実施形態１においても、新たに温度の低い清水が供給されるが、清水は区画部
材２２９により区画して形成された第２貯水槽２０２を介して第１貯水槽２０１に溢流水
Ｗａとして落下流動し供給される。このとき、第２貯水槽２０２には加熱ステップＳ２０
０ですでに加熱された洗浄水が貯水されており、そこに温度の低い清水が供給されるので
、加熱された洗浄水と温度の低い清水が混ざり、清水の温度が高められた状態で第１貯水
槽２０１に溢流水Ｗａとして落下流動し供給される。
【０２１５】
  この溢流水Ｗａは、第１貯水槽２０１に貯水する洗浄水の所定の温度より低いが、それ
でも温度の低い清水よりも温度の高い洗浄水として第１貯水槽２０１に落下流動し供給さ
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れるので、洗浄水全体の温度は低下しにくい。
【０２１６】
  第１貯水槽２０１に落下流動し供給された洗浄水は所定の温度より低いので、温度セン
サー２２３にて検知し、バーナー４０９を燃焼させて加熱運転を開始する。このとき、前
記したように洗浄運転ステップにおける加熱運転時の循環流動の経路は、第２貯水槽２０
２への循環をさせずに、燃焼排気導出管４０２の外周表面への循環のみとしている。
【０２１７】
  貯水運転に加えて加熱運転を開始すると、燃焼排気導出管４０２の外周表面では循環ポ
ンプ（循環手段）２０４にて供給する洗浄水の間接加熱を行うとともに、第２貯水槽２０
２では循環ポンプ（循環手段）２０４にて洗浄水を供給せず、供給される清水の気液接触
による直接加熱を行う。
【０２１８】
  第１貯水槽２０１に貯水している洗浄水は、循環ポンプ（循環手段）２０４にて燃焼排
気導出管４０２の外周表面に供給され落下流水Ｗｂとして流下し間接加熱され、さらに熱
せられたガイド部材４１０により第１貯水槽２０１へ導入される際にも加熱される。
【０２１９】
  区画部材２２９により区画して形成された第２貯水槽２０２では、貯水された洗浄水は
循環ポンプ（循環手段）２０４による循環流動させず、供給される温度の低い清水は、す
ぐに気液接触することにより直接加熱されて温度が高められ、第１貯水槽２０１に溢流水
Ｗａとして落下流動し供給される。これにより、第１貯水槽２０１への清水の供給による
温度低下に伴う洗浄水の所定の温度へのリカバリーを従来の洗浄装置より早く完了するこ
とができる。
【０２２０】
  第１貯水槽２０１に貯水される洗浄水が所定の水位に到達し、水位センサー２２２が所
定の水位を検知すると、バルブ２２１を閉止して洗浄水の供給を止める。清水供給管１０
８から第２貯水槽２０２への清水の供給が停止し、第２貯水槽２０２から第１貯水槽２０
１への溢流水Ｗａの落下流動が停止する。第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水
された洗浄水が所定の水位となり、第１貯水槽２０１の水位センサー２２２と第２貯水槽
２０２の水位センサー２２７が所定の水位を検知した状態となる。
【０２２１】
  また、第１貯水槽２０１に備えた温度センサー２２３が所定の温度に達したことを検知
すると、バーナー４０９の燃焼を停止する。所定の水位に到達して清水の供給を停止し、
所定の温度に到達しバーナーの燃焼を停止すると、図９に示す洗浄水の循環流動状態、お
よび、洗浄流動状態となる。なお、図９は後述する食器類１０４が搬送される状態を含め
た図となっている。
【０２２２】
  また、従来の洗浄装置においては、洗浄運転の開始前に洗浄水を加熱運転しても洗浄室
が温められておらず、洗浄運転の開始後に洗浄水が噴射され温められていない洗浄室に触
れて回収されるので、洗浄水の温度が低下するという課題があった。また、貯水された洗
浄水の温度が低下した後、所定の温度での食器類の洗浄を開始するために、所定の温度に
達するまで長時間待たなければいけない煩わしさがあった。
【０２２３】
  本発明の実施形態１の洗浄装置によれば、加熱運転ステップＳ２００で説明したように
、洗浄室１０５内に放散され導入された燃焼排気Ｅｘは、洗浄室１０５内を流動しながら
、洗浄室１０５の内面や、洗浄室１０５内のマニホールドやノズル管、洗浄室内部に位置
する搬送手段であるコンベア１０３等の構成部品と接触し、上部外郭体１０１や構成部品
を加熱し、洗浄室を通過して排気筒４０３に導かれて洗浄室１０５外に排出されたり、搬
入口１０６から排出され排気ダクト４０４に導かれて上部に排出されたりする。
【０２２４】
  さらに燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って流下する落下流水Ｗｂの熱の一部が洗
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浄室１０５内に放出されることによって、間接的に洗浄室１０５内は加熱されている。
【０２２５】
  上部外郭体１０１や構成部品が温められているので、洗浄ポンプ２０３を駆動し洗浄水
を噴射したとき、洗浄室１０５内に噴射された洗浄水は加熱された上部外郭体１０１や構
成部品に触れても温度の低下を最小限に留めて、第１貯水槽２０１に回収することができ
る。これにより、貯水した洗浄水の温度の低下を最小限とし、食器類の洗浄を開始するま
での加熱時間を短縮することができる。
【０２２６】
  また、洗浄ポンプ２０３を駆動している際の加熱中は燃焼排気導出管４０２の外周表面
に沿って落下流水Ｗｂを流下させることにより、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水の
全体の循環が活発になり、第１貯水槽２０１に貯水した洗浄水の全体を温度差なく均一に
加熱することができる。これにより常に均一な温度の洗浄水の噴射が可能であり、安定し
た洗浄が可能となる。また、効果的な加熱により、洗浄水の温度のリカバリーが早く、所
定の温度に達するまでの時間を短縮できる。
【０２２７】
  洗浄ポンプ２０３の駆動とともに、搬送手段であるコンベア１０３を駆動する。
【０２２８】
  また、仕上げ洗浄ゾーン３００では、コンベア１０３の駆動開始と同時に、仕上げ洗浄
水供給管３０５に設けたバルブ３０４を開放し、マニホールド３０１を介してノズル管３
０２、３０３から仕上げ洗浄水を噴射する。バルブ３０４を電気駆動のバルブとして、制
御部（図示なし）にてコンベア１０３と連動して動作するように制御してもよい。
【０２２９】
  洗浄ポンプ２０３とコンベア１０３を駆動するタイミングは同時でもよいし、コンベア
１０３の駆動が先でも良く、食器類１０４を洗浄装置に投入する時に洗浄ポンプ２０３が
駆動されノズル管２０８、２０９から洗浄水が噴射されていればよい。
【０２３０】
  次に、被洗浄物である食器類１０４を搬入口１０６側よりコンベア１０３上に投入する
。食器類１０４は、食器の開口面側を下にしてうつ伏せの状態にしてコンベア１０３上に
投入する。このとき、洗浄水の温度が所定の温度に達していることを確認してから食器類
１０４を投入することが好ましい。
【０２３１】
  図９に示すように、搬入口１０６側よりコンベア１０３上に投入された食器類１０４は
、コンベア１０３によって洗浄室１０５内に搬送され、まず本洗浄ゾーン２００に移動し
、本洗浄される。本洗浄ゾーン２００のノズル管２０８、２０９に形成されたノズル（小
孔）（図示なし）から噴射される洗浄水が、食器類に付着している汚れを除去する。
【０２３２】
  コンベア１０３の上方部に設置した複数のノズル管２０８は、ノズル管２０８に形成さ
れた複数のノズル（小孔）（図示なし）から下方側に洗浄水を噴射し、うつ伏せとなって
いる食器類１０４の上面側(食器類の裏面側)に洗浄水を噴射し汚れを除去する。
【０２３３】
  回動するコンベア１０３の上下間に設置した複数のノズル管２０９は、ノズル管２０９
に形成された複数のノズル（小孔）（図示なし）から上方側に洗浄水を噴射し、うつ伏せ
となっている食器類１０４の下面側(食器類の表面側)に洗浄水を噴射し汚れを除去する。
【０２３４】
  洗浄運転中、本洗浄にて食器類１０４に付着していた汚れは、洗浄水の噴射により除去
され、洗浄水とともに第１貯水槽２０１に回収される。回収された洗浄水は、再び洗浄ポ
ンプ２０３にて吸い込まれて噴射される。
【０２３５】
  前記したように洗浄ポンプ２０３が駆動すると、循環ポンプ（循環手段）２０４は駆動
しているもののバルブ（切替手段）２３４が閉止され、第２貯水槽２０２への供給をして
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いないが、燃焼排気導出管４０２の外周表面へは第１貯水槽２０１の洗浄水を供給してい
る。
【０２３６】
  つまり、循環ポンプ（循環手段）２０４により燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿っ
て流下している循環させた洗浄水も汚れ成分を含んでいることとなる。
【０２３７】
  洗浄水が汚れを含んだ状態で循環していても、落下流水Ｗｂとして流下した状態で燃焼
排気導出管４０２の外周表面を流下しているので、熱交換器である燃焼排気導出管４０２
の外周表面に汚れが付着しにくい。
【０２３８】
  本洗浄ゾーン２００を通過した食器類１０４は仕上げ洗浄ゾーン３００に移動し、仕上
げ洗浄される。ノズル管３０２、３０３に形成されたノズル（小孔）（図示なし）から噴
射される仕上げ洗浄水が、本洗浄ゾーン２００の汚れを含んだ洗浄水や、本洗浄ゾーン２
００で洗剤を使用した際には洗剤成分を除去する。
【０２３９】
  コンベア１０３の上方部に設置したノズル管３０２は、ノズル管３０２に形成された複
数のノズル（小孔）（図示なし）から下方側に仕上げ洗浄水を噴射し、うつ伏せとなって
いる食器類１０４の上面側(食器類の裏面側)に仕上げ洗浄水を噴射し汚れを除去する。
【０２４０】
  回動するコンベア１０３の上下間に設置したノズル管３０３は、ノズル管３０３に形成
された複数のノズル（小孔）（図示なし）から上方側に仕上げ洗浄水を噴射し、うつ伏せ
となっている食器類１０４の下面側(食器類の表面側)に仕上げ洗浄水を噴射し汚れを除去
する。
【０２４１】
  仕上げ洗浄ゾーン３００においては、仕上げ洗浄に使用した仕上げ洗浄水は、仕上げ洗
浄ゾーン３００のコンベア１０３の下方に位置する排水受け１１１に回収され、排水管１
１２から廃棄される（図１参照）。
【０２４２】
  仕上げ洗浄を終えた被洗浄物である食器類１０４が搬出口１０７から洗浄室１０５外に
排出される。排出された食器類１０４は、カゴ等に収納され、つぎの喫食に備えて保管さ
れる。
【０２４３】
  次に、洗浄運転中の貯水運転、加熱運転について説明する。
【０２４４】
  洗浄運転中、本洗浄ゾーン２００において食器類１０４に付着した洗浄水や、ノズル管
２０８、２０９のノズル（小孔）から食器類１０４に噴射され飛散した洗浄水が、本洗浄
ゾーン２００外に移動し、移動した洗浄水の分だけ第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水
が減少し、第１貯水槽２０１の水位が下がる。水位センサー２２２にて所定の水位に満た
ないことを検知すると、バルブ２２１が開放され清水の供給が開始され所定の水位を維持
するように制御される。
【０２４５】
  また、洗浄運転中、前記した洗浄水の移動により水位が下がり清水が供給されると洗浄
水の温度が低下する。さらに、加熱された洗浄水が温度の低い食器類１０４に接触し熱を
奪われたり、上部外郭体１０１の表面から放熱したりすることで貯水された洗浄水の温度
が低下する。温度センサー２２３にて所定の温度に満たないことを検知すると、バーナー
４０９の燃焼が開始され、所定の温度に維持するように制御される。
【０２４６】
  洗浄運転中の貯水運転、加熱運転は、それぞれが単独に運転を実施することもある。洗
浄運転中に、加熱運転を伴わずに貯水運転のみ実施する場合、貯水運転を伴わずに加熱運
転のみ実施する場合がある。また、貯水運転と加熱運転とを同時に実施することもある。
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【０２４７】
  貯水運転が単独で始まり、続いて貯水運転と並行して加熱運転がはじまり、最後に加熱
運転が単独で実施というパターンになることが多い。食器類１０４を連続して洗浄してい
るときは、常に前記した本洗浄ゾーン２００外への洗浄水の移動が起こり、第１貯水槽２
０１に貯水している洗浄水が減少する。この洗浄水の減少分を補うために清水を供給する
貯水運転が短い間隔で継続して必要であり、この貯水運転をベースにして洗浄水の温度が
低下したときに加熱運転を同時に実施することが多い。
【０２４８】
  まず、洗浄運転中に、加熱運転を伴わずに貯水運転のみ実施する場合について、図１０
を参照して説明する。
【０２４９】
  前記したように洗浄ポンプ２０３が駆動するとバルブ（切替手段）２３４が閉止され、
第２貯水槽２０２の洗浄水は循環ポンプ（循環手段）２０４による循環流動をされておら
ず、所定の温度に加熱された洗浄水が所定の水位（満水位置）に貯水された状態となる。
この状態の第２貯水槽２０２に清水供給管１０８から温度の低い清水を供給し、第１貯水
槽２０１へ溢流水Ｗａとして落下流動し供給されるが、加熱された洗浄水と温度の低い清
水とが混ざり、第１貯水槽２０１に落下流動し供給される溢流水Ｗａは、供給される清水
よりも温度が高められた状態となる。
【０２５０】
  このように、第１貯水槽２０１に温度の低い清水をそのまま供給するのではなく、第２
貯水槽２０２の加熱された洗浄水と混ぜることで温度を上げて供給することにより、洗浄
水は所定の温度よりも低下することを最小限に留めながら、所定の水位を回復することが
できる。加熱運転の機会を減らすことができる。したがって、所定の温度を維持した状態
で洗浄運転を実施でき、安定した洗浄効果を発揮するものである。
【０２５１】
  例えば、貯水運転を実施した際に供給する清水の量が少なく、洗浄水が所定の温度を維
持できていれば、加熱運転は実施されない。貯水運転を実施しているときに、洗浄水が所
定の温度よりも低下すると、加熱運転が開始される。貯水運転と加熱運転とを同時に実施
する場合については、後述する。
【０２５２】
  また、第１貯水槽２０１の水位が低下すると第２貯水槽２０２から溢流水Ｗａとして落
下流動させて洗浄水の供給が開始されるが、第２貯水槽２０２が所定の水位に貯水された
状態であるので、溢流水Ｗａの落下流動に遅れが生じることはなく、すぐに第１貯水槽２
０１に洗浄水を供給することができる。
【０２５３】
  次に、洗浄運転中に、貯水運転を伴わずに加熱運転のみ実施する場合について、図１１
を参照して説明する。
【０２５４】
  洗浄運転中に、洗浄水の温度が所定の温度より低下したことを第１貯水槽２０１に備え
た温度センサー２２３が検知すると、バーナー４０９の燃焼が開始され洗浄水の加熱が開
始される。図１１に示すように、燃焼排気導出管４０２の外周表面での循環させた洗浄水
の間接加熱と、第２貯水槽２０２での循環させていない洗浄水の燃焼排気Ｅｘとの気液接
触による直接加熱が始まる。
【０２５５】
  第１貯水槽２０１に貯水している洗浄水は、循環ポンプ（循環手段）２０４にて燃焼排
気導出管４０２の外周表面に循環され落下流水Ｗｂとして流下し間接加熱され、さらに熱
せられたガイド部材４１０により第１貯水槽２０１へ導入される際にも加熱される。
【０２５６】
  第２貯水槽２０２に貯水している洗浄水は、循環ポンプ（循環手段）２０４による循環
流動をさせずに、燃焼排気導出管の下端面４１１から第２貯水槽２０２に貯水された洗浄
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水中に吐出される燃焼排気Ｅｘによる気液接触により直接加熱されている。
【０２５７】
この第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水は、循環していないことから所定の温度を超え
て加熱されることもある。このように、第２貯水槽２０１に貯水された洗浄水が所定の温
度を超えた状態であれば、第２貯水槽２０２を形成する区画部材２２９の外表面から第１
貯水槽２０１に貯水された洗浄水に熱交換し加熱することができる。
【０２５８】
これにより、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水を加熱することができ、洗浄水を所定
の温度の維持（保温）することができ、安定した洗浄効果に寄与する。
【０２５９】
  第１貯水槽２０１に備えた温度センサー２２３が、洗浄水の温度が所定の温度に達した
ことを検知すると、バーナー４０９の燃焼を停止し、洗浄水の加熱を停止する。
【０２６０】
  洗浄ポンプ２０３を駆動している際の加熱中は、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿
って落下流水Ｗｂを流下させることにより、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水の全体
の循環が活発になり、第１貯水槽２０１に貯水した洗浄水の全体を温度差なく均一に加熱
することができる。これにより常に均一な温度の洗浄水の噴射が可能であり、安定した洗
浄が可能となる。
【０２６１】
  前記した第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水が所定の温度を超えた状態において、第
１貯水槽２０１の水位が下がると、清水供給管１０８から温度の低い清水を第２貯水槽２
０２に供給し、第１貯水槽２０１へ溢流水Ｗａとして落下流動し供給するが、所定の温度
を超えた洗浄水と温度の低い清水とが混ざり、供給される清水よりも温度が高められ所定
の温度に近い状態で第１貯水槽２０１に溢流水Ｗａとして落下流動し供給されることとな
る。
【０２６２】
  つまり、洗浄中の洗浄水を燃焼排気導出管４０２の外周表面で間接加熱しながら、第２
貯水槽２０２の洗浄水を燃焼排気Ｅｘと気液接触することにより直接加熱し、次の貯水運
転するときに備えて、第２貯水槽２０２の洗浄水の温度を上げておくことができる。これ
により、温度の低い清水が供給されても、所定の温度に達するまでの加熱時間を短くする
ことができ、安定した洗浄効果に寄与する。
【０２６３】
  第１貯水槽２０１に貯水され洗浄水として洗浄流動する洗浄水とは別に、区画した第２
貯水槽２０２に加熱した洗浄水を貯水し、そこに清水を供給することによる効果的な加熱
により、洗浄水の温度のリカバリーを早くすることができ、洗浄水の温度が下がった状態
での洗浄を短くすることができる。
【０２６４】
  貯水運転を伴わずに加熱運転のみ実施すると、第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水が
燃焼排気Ｅｘと気液接触することによる直接加熱をされているので洗浄水が蒸発し、第２
貯水槽２０２の水位が所定の水位（オーバーフロー位置）よりも低下することがある。第
２貯水槽２０２の底面に取り付けられた水位センサー２２７が、第２貯水槽２０２に貯水
された洗浄水の水位が所定の水位（オーバーフロー位置）より低下していることを検知す
ると、バルブ２２１を開放して清水供給管１０８から清水を第２貯水槽２０２に供給し、
第２貯水槽２０２の水位を所定の水位（オーバーフロー位置）に維持する。
【０２６５】
  また、貯水運転を伴わずに加熱運転のみ実施する場合に限らず、第２貯水槽２０２の水
位が所定の水位（オーバーフロー位置）よりも低下したときには、第１貯水槽２０１の水
位が所定の水位であってもバルブ２２１を開放して清水供給管１０８から清水を第２貯水
槽２０２に供給する。
【０２６６】
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  また、洗浄運転中、洗浄水の噴射により除去された食器類１０４に付着していた汚れが
、洗浄水とともに第１貯水槽２０１に回収され、再び洗浄ポンプにて吸い込まれて噴射さ
れていることにより、汚れ成分を含んだ洗浄水が、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿
って流下しながら間接加熱されていることになる。
【０２６７】
  洗浄水が汚れを含んだ状態で循環していても、落下流水Ｗｂとして流下した状態で燃焼
排気導出管４０２の外周表面で熱交換し加熱しているので、熱交換器である燃焼排気導出
管４０２の外周表面に汚れが付着しにくい。
【０２６８】
  次に、洗浄運転中に、貯水運転と加熱運転とを同時に実施する場合について説明する。
【０２６９】
  洗浄運転中に、貯水運転と加熱運転とを同時に実施すると、図８に示す洗浄水の循環流
動状態、および、洗浄流動状態となる。ただし、図８は前記したように洗浄ポンプ２０３
の駆動を開始した直後の状態であり、食器類１０４が搬送される前の状態を示す図となっ
ている。
【０２７０】
  貯水運転と加熱運転とを同時に実施する場合というのは、貯水運転を実施しているとき
に、洗浄水が所定の温度よりも低下して加熱運転が開始される場合と、加熱運転を実施し
ているときに、洗浄水の水位が低下して貯水運転が開始される場合とがある。また、貯水
運転と加熱運転とがほぼ同時に開始される場合もある。
【０２７１】
  動作については、前記した貯水運転のみ実施する場合と、加熱運転のみ実施する場合と
で、説明しているのでここでは省略する。
  洗浄運転中に給水運転と加熱運転とを同時に実施する場合、第２貯水槽２０２に温度の
低い清水を供給しながら、燃焼排気導出管の下端面４１１から第２貯水槽２０２に貯水さ
れた洗浄水中に吐出される燃焼排気Ｅｘと気液接触させることにより直接加熱するので、
加熱において燃焼排気Ｅｘと洗浄水との温度差Δｔを大きくとれる。
【０２７２】
  これにより、第２貯水槽２０２における燃焼排気Ｅｘとの気液接触による直接加熱の加
熱効率をより高めた状態で洗浄水を加熱することができる。供給される温度の低い清水を
、高い加熱効率のもとで加熱しながら第１貯水槽２０１に溢流水Ｗａとして落下流動させ
供給することができ、洗浄水の温度低下を最小限として、安定した洗浄効果に寄与する。
【０２７３】
  従来の洗浄装置では、貯水槽の水位が低下すると清水を供給し、温度の低い清水を供給
することにより洗浄水の温度が低下するので加熱運転を実施し、その際に、清水の温度が
低いので貯水槽の温度低下幅が大きくなり、所定の温度まで加熱するのが遅れてしまう。
そのため、この間は所定の温度よりも低い温度の洗浄水で洗浄することとなり、安定した
洗浄効果が得られなくなっていたと考えられる。
【０２７４】
  本発明の実施形態１においては、第１貯水槽２０１に貯水され洗浄流動する洗浄水を間
接加熱しながら、区画した第２貯水槽２０２に加熱した洗浄水を貯水し、水位が低下した
際に第２貯水槽２０２に清水を供給し、第１貯水槽２０１へ溢流水Ｗａとして落下流動さ
せ供給する。
【０２７５】
  これにより、第１貯水槽２０１に温度の低い清水をそのまま供給するのではなく、第２
貯水槽２０２の加熱された洗浄水と混ぜることで温度を上げるとともに、温度の低い清水
を気液接触による直接加熱してから溢流水Ｗａとして落下流動させ供給することができる
。したがって、洗浄運転中の貯水運転による温度低下を減らして、加熱運転の機会を減ら
すとともに、加熱にかかる時間を短くすることができる。また、貯水運転による温度低下
に対するリカバリーが速く、所定の温度を維持した状態で洗浄運転を実施でき、安定した
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洗浄効果を発揮するものである。
【０２７６】
  投入した食器類１０４が洗浄され搬出口１０７からすべて排出されたら、制御部（図示
なし）への洗浄運転の停止指示入力により、搬送手段であるコンベア１０３の駆動を停止
し、洗浄ポンプ２０３の駆動を停止する。
【０２７７】
  洗浄ポンプ２０３とコンベア１０３の駆動を停止するタイミングは同時でもよい。洗浄
ポンプ２０３の駆動の停止が先でも良く、投入された食器類１０４が洗浄装置から搬出さ
れたことを確認し、コンベア１０３の駆動と洗浄ポンプ２０３の駆動とを停止すればよい
。
【０２７８】
  また、仕上げ洗浄ゾーン３００では、コンベア１０３の駆動の停止と同時に、仕上げ洗
浄水供給管３０５に設けたバルブ３０４を閉止し、ノズル管３０２、３０３からの仕上げ
洗浄水の噴射を停止する。
【０２７９】
  洗浄ポンプ２０３の駆動を停止すると、洗浄水の循環流動の経路を変更することにより
、洗浄水の加熱方法が変わる。洗浄ポンプ２０３を駆動するときとは逆に、洗浄ポンプ２
０３の駆動を停止すると、第２循環路２３２に備えた開閉用のバルブ（切替手段）２３４
を開放し、図７に示す循環流動状態となる。すなわち、第２循環路２３２と第３循環路２
３３とを併用する洗浄水の循環となる。
【０２８０】
  循環ポンプ（循環手段）２０４は、第１貯水槽２０１に貯水した洗浄水を第１貯水槽の
底部に連通する第１循環路２３１を介して吸込み、第２循環路２３２と第３循環路２３３
とに吐出する。
第２循環路２３２に吐出された洗浄水は、第２循環路２３２を流動し第２貯水槽２０２に
供給され、第２貯水槽２０２からオーバーフローして第１貯水槽２０１に溢流水Ｗａとし
て落下流動され、再び循環ポンプ（循環手段）２０４へ吸い込まれる循環流動状態となる
。
【０２８１】
  また、第３循環路２３３に吐出された洗浄水は、第３循環路２３３を流動し燃焼排気導
出管４０２の上部に設けられた流下安定槽４０５に供給され、流下安定槽４０５に供給さ
れた洗浄水は、流下安定槽４０５の底面に構成される流下開口４０７から燃焼排気導出管
４０２の外周表面に供給され、燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿って落下流水Ｗｂと
して流下し、ガイド部材４１０にて第１貯水槽２０１へ導入され、再び循環ポンプ（循環
手段）２０４へ吸い込まれる循環流動状態となる。
【０２８２】
  これにより、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水された洗浄水の全体を循環
させ、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水された洗浄水の全体を温度差のない
均一な温度に維持することができる。
【０２８３】
  洗浄ポンプ２０３の駆動を停止して洗浄運転を終了すると、前記した噴射した洗浄水の
本洗浄ゾーン２００外への移動がなくなり、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水は所定
の水位で安定し、第２貯水槽２０２への清水の供給が不要となる。このため、洗浄運転中
のように第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水を所定の温度より高くしておくことによる
効果がなくなる。
そこで、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水された洗浄水の全体を温度差のな
い均一な温度に維持するために、洗浄水の加熱方法を変更するものである。
【０２８４】
  この時点で、循環ポンプ（循環手段）２０４を駆動し、第１貯水槽２０１と第２貯水槽
２０２とに貯水された洗浄水の全体を循環させた状態としながら、貯水運転と加熱運転は
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維持されており、第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２とに貯水している洗浄水を所定の
水位と所定の温度に維持している。すなわち、貯水している洗浄水が蒸発等により所定の
水位よりも低下すればバルブ２２１が開放され清水が供給され、放熱等により所定の温度
よりも低下すればバーナー４０９の燃焼が開始される。この後、食器類１０４を追加で洗
浄する際は、再度洗浄運転ステップＳ３００を実施すればよい。
【０２８５】
  また、食器類１０４の洗浄後であることから、洗浄運転中に洗浄水の噴射により除去さ
れた食器類１０４に付着していた汚れ成分を含んだ洗浄水が循環流動している。洗浄水が
汚れを含んだ状態であっても、バルブ（切替手段）２３４を開放し燃焼排気導出管４０２
の外周表面と第２貯水槽２０２とに洗浄水を循環させ洗浄水全体を流動させていることに
より、第２貯水槽２０２の内部や、熱交換器である燃焼排気導出管４０２の外周表面に汚
れが付着しにくい。
【０２８６】
＜停止ステップ＞
  次に、加熱運転と貯水運転を停止して洗浄装置の運転を停止する停止ステップＳ５００
の動作を説明する。
【０２８７】
  洗浄運転ステップＳ３００において食器の洗浄運転がすべて終了しても、貯水運転と加
熱運転は維持されているので、停止ステップＳ５００において加熱運転と貯水運転を停止
する。
【０２８８】
  まず、制御部（図示なし）への加熱運転の停止指示入力により、加熱運転を停止する。
バーナー４０９が燃焼中の場合は、燃焼を停止し、その後、循環ポンプ（循環手段）２０
４の駆動を停止し、加熱運転を停止する。また、バーナー４０９が燃焼していない場合は
、循環ポンプ（循環手段）２０４の駆動を停止し、加熱運転を停止する。
【０２８９】
  循環ポンプ（循環手段）２０４の駆動が停止した際には、配管内を流動する洗浄水が第
１貯水槽２０１に戻り所定の水位を超えることになるが、所定の水位を超えた分の洗浄水
はオーバーフロー管２２４の上端から外部に排出される。
【０２９０】
  なお、燃焼排気導出管４０２の残熱を取り温度を下げるために、バーナー４０９の燃焼
の停止後、タイマー等で制御して循環ポンプ（循環手段）２０４を所定の時間駆動させ、
燃焼排気導出管４０２の外周表面に洗浄水をしばらく循環させてから、循環ポンプ（循環
手段）２０４の駆動を停止し、加熱運転を停止してもよい。
【０２９１】
  また、このとき、燃焼排気導出管４０２の温度をより効果的に下げるために、第２貯水
槽２０２に清水供給管１０８から温度の低い清水を強制的に供給しながら循環し、余剰な
洗浄水をオーバーフロー管２２４の上端から外部に排出させてもよい。洗浄に使用した温
度の高い汚れ成分を含む洗浄水が、新たに供給した温度の低い清水と入れ替わっていくこ
とで、洗浄水の温度が徐々に低下し、さらに汚れ成分も徐々に減っていく。
【０２９２】
  これにより、燃焼排気導出管４０２の外周表面、循環ポンプ（循環手段）２０４、第１
循環路２３１、第２循環路２３２、第３循環路２３３、第１貯水槽２０１、第２貯水槽２
０２、流下安定槽４０５の温度を下げながら、燃焼排気導出管４０２の外周表面、循環ポ
ンプ（循環手段）２０４の内部、第１循環路２３１、第２循環路２３２、第３循環路２３
３の管内面の汚れ成分を除去する効果も得られる。
【０２９３】
  その際に、洗浄ポンプを一時的に駆動させれば、洗浄ポンプ２０３の内部、吸込み管２
２５、本洗浄水供給管２２６の管内面、洗浄室１０５内のマニホールド２０５やノズル管
２０８、２０９の管内面、洗浄室１０５の内面、洗浄室１０５内に位置する搬送手段であ
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るコンベア１０３等の構成部品の温度を下げながら、汚れ成分を除去する効果を得ること
ができる。
【０２９４】
  次に、制御部（図示なし）への貯水運転の停止指示入力により、貯水運転を停止する。
清水を供給するためのバルブ２２１を開放している場合は、バルブ２２１が閉止して清水
の供給が停止し、貯水運転を停止する。
【０２９５】
＜清掃ステップ＞
  次に、洗浄装置１００の主に洗浄室１０５内部の清掃を行う清掃ステップＳ６００につ
いて説明する。
【０２９６】
  洗浄運転中に食器類に付着していた汚れが洗浄水の噴射によって除去されて洗浄室内に
飛散したり、汚れ成分を含んだ洗浄水が飛散したりすることにより、上部外郭体１０１の
内面やマニホールド２０５、ノズルパイプ２０８、２０９の管外面、コンベア１０３等の
構成部品に汚れが付着している。
そのまま清掃せずに放置すると、付着した汚れは固着し、さらには固着した汚れが蓄積し
不衛生である。特に、燃焼排気導出管402の外周表面に汚れが付着していると、不衛生な
だけでなく落下流水Ｗｂとの熱交換が悪くなり、洗浄水の加熱効率が悪くなる。
【０２９７】
  これらの汚れを除去するために、清掃ステップＳ６００において、上部外郭体１０１の
内面や構成部品に付着した汚れを、ホース等により散水しながらスポンジやタワシ等で擦
ったり、タオル等で拭き取ったりしながら清掃する。
【０２９８】
  洗浄室１０５内の清掃を開始するために、上部外郭体１０１の正面側と背面側に備えた
扉１１３を取り外す。次に、第１貯水槽２０１に備えられたオーバーフロー管２２４を外
し、第１貯水槽２０１内に貯水されている洗浄水を外部に排水する。第２貯水槽２０２に
貯水されている洗浄水は、第２貯水槽２０２を構成する区画部材２２９を第１貯水槽２０
１から取り外すことにより、洗浄水が第１貯水槽２０１に流動し、第１貯水槽２０１から
外部に排水される。
【０２９９】
  第１貯水槽２０１と第２貯水槽２０２の洗浄水の排水が完了したら、洗浄室１０５内の
取り外すことのできる構成部品を取り外していく。すでに取り外したオーバーフロー管２
２４、第２貯水槽２０２を形成する区画部材２２９、扉１１３のほかに、ノズル管２０８
、２０９、３０２、３０３、ガイド部材４１０等を洗浄装置から取り外す。取り外した構
成部品は、別の場所で水洗い等を行い清掃してもよく、清掃後に所定の位置に取り付けし
て次回の運転に備える。
【０３００】
  取り外せる構成部品を取り外した後、上部外郭体１０１の内面、燃焼排気導出管４０２
の外周表面、第１貯水槽２０１の内面、洗浄室１０５内に有する水位センサー、温度セン
サー、コンベア等の構成部品を散水しながら擦ったり、拭き取ったりしながら清掃してい
く。
【０３０１】
  熱交換器である燃焼排気導出管４０２は、洗浄室１０５内の正面側に洗浄室に臨ませて
上下方向に配置されており、扉１１３を取り外すだけで、容易に汚れの確認ができるとと
もに直接手が届き、燃焼排気導出管402の外周表面に付着した汚れを容易に清掃すること
ができる。本発明の実施形態１においては、燃焼排気導出管４０２を断面が四角の筒形状
としているので、擦ったり、拭き取ったりしやすく、容易に汚れを除去することができる
。
【０３０２】
  ガイド部材４１０は着脱可能であり、取り外すことによりガイド部材４１０の清掃が容
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易となる。また、ガイド部材４１０を取り外すことにより、燃焼排気導出管４０２の外周
表面や、第１貯水槽２０１に手が届きやすくなり、清掃が容易となる。
【０３０３】
  洗浄運転中は汚れ成分を含んだ洗浄水を燃焼排気導出管４０２の外周表面を流下させて
加熱しているが、燃焼排気導出管４０２を上下方向に配置することにより、落下流水Ｗｂ
の流速は早く、安定しており、洗浄水がとどまることがないので、燃焼排気導出管４０２
の外周表面に汚れ成分が付着しにくい。その上に、清掃しやすいので、燃焼排気導出管４
０２の外周表面を汚れ成分の付着していない状態に保つことができる。
【０３０４】
  さらに、従来技術のように貯水槽の内部に熱交換器が複雑に構成されていないことから
、第１貯水槽２０１はシンプルな構造であるとともに、貯水容量を少なくすることができ
コンパクトで清掃する面積も狭くなり、この点においても清掃性が良いものである。また
、貯水容量を少なくできることから、使用する水量を少なくし、加熱時間を短くすること
ができ、節水性、省エネルギー性を向上させることができる。
【０３０５】
  また、次回の運転まで、扉１１３を取り外した状態として庫内を開放しておけば、庫内
の乾燥を促進させることができ、庫内をより衛生的に保つことができる。次回運転時は、
扉１１３を取り付けてから運転を開始する。
【０３０６】
  従来の洗浄装置においては、熱交換部付近の洗浄水の流動が弱く洗浄水がとどまってい
ることが多く、汚れ成分が熱交換部に付着しやすい構造であった。また、熱交換部は貯水
槽の奥にあるので汚れ付着の確認ができない上に手が届かず、清掃性が非常に悪いもので
あった。そのため、熱交換部に付着した汚れ成分の除去が困難であり、洗浄水の加熱効率
が悪くなっていた。
【０３０７】
  一方で、本発明の実施形態１の洗浄装置においては、前記したように、熱交換器である
燃焼排気導出管４０２の外周表面に汚れ成分が付着しにくく、しかも簡単に清掃できるこ
とにより、付着した汚れは拭き取るだけで簡単に除去でき、洗浄水の良好な加熱効率を維
持することができる。また、扉１１３を取り外すだけで容易に手が届くところに燃焼排気
導出管４０２が配置されているので、清掃する作業者の負担が少ない。
【０３０８】
  これにより、作業者の清掃の負担を少なくしながら、熱交換器である燃焼排気導出管４
０２の清掃を容易に行うことができ、汚れの付着していない状態を維持することができる
ので、高い加熱効率を維持することができる。
【０３０９】
  以上のように、本発明の実施形態１においては、極めて効率の良い気液接触による直接
加熱を洗浄水の加熱に適用したものであり、洗浄水を直接加熱するとともに、燃焼排気Ｅ
ｘを洗浄室内に導入して洗浄室の内面や構成部品を加熱した後に洗浄室外に排出される。
  また、庫内に露出して設けた燃焼排気導出管４０２の外周表面を流下させるというシン
プルな構造をもって洗浄水を間接加熱し、加熱された洗浄水の熱の一部が放出されること
により、洗浄室１０５内は加熱されることとなる。
  さらに、燃焼排気導出管４０２は洗浄室内に臨んで露出して配置されるので、外周表面
に汚れ成分が付着しても、容易に除去することができる。したがって、熱交換器の清掃を
容易に行うことができるとともに、洗浄水の加熱を効率的に行うことができるものである
。
【０３１０】
  （実施形態２）
  次に、本発明の実施形態２について、図４（ｂ）、図１２を参照して説明する。
【０３１１】
  本発明の実施形態２の洗浄装置については、実施形態１と同一であるので、説明を省略
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する。実施形態１と異なるのは運転動作で、図４（ｂ）に示すように実施形態１の貯水運
転ステップＳ１００と加熱運転ステップＳ２００との代わりに、貯水加熱運転ステップＳ
１５０としたことである。実施形態１においては、貯水運転ステップＳ１００完了後に加
熱運転ステップＳ２００を開始したが、実施形態２においては、貯水加熱運転ステップＳ
１５０として貯水しながら加熱を行う。
【０３１２】
  本発明の実施形態２の貯水加熱運転ステップＳ１５０の運転動作を、図１２を参照して
説明する。
【０３１３】
  制御部（図示なし）への貯水加熱運転の開始指示入力により、貯水加熱運転を開始する
。
【０３１４】
  まず、実施形態１の貯水ステップＳ１００と同様に、開閉用のバルブ２２１を開放し、
第２貯水槽２０２の底部に第２貯水槽２０２に連通して配管接続される清水供給管１０８
から、第２貯水槽２０２に清水を洗浄水として供給し貯水を開始する。
【０３１５】
  第２貯水槽２０２に貯水された洗浄水が所定の水位になると、洗浄水は第２貯水槽２０
２からオーバーフローし、第１貯水槽２０１へ溢流水Ｗａとして落下流動し、第１貯水槽
２０１へ貯水を開始する。このとき、第２貯水槽２０２の水位センサー２２７が所定の水
位にあることを検知している。
【０３１６】
  第１貯水槽２０１に貯水される洗浄水が、循環ポンプ（循環手段）２０４を運転しても
エア噛みしないくらいの水位まで貯水された時点で、貯水運転を続けながら実施形態１の
加熱ステップＳ２００の動作を開始する。加熱ステップＳ２００の動作を開始するタイミ
ングの制御は、水位センサー（図示なし）を設けてエア噛みしないくらいの水位を検知し
て制御してもよいし、貯水運転開始からの時間を計測しタイマーにて制御してもよい。
【０３１７】
  実施形態１の加熱ステップＳ２００と同様に、循環ポンプ（循環手段）２０４にて燃焼
排気導出管の下端面４１１が位置する第２貯水槽２０２への供給と、熱交換部である燃焼
排気導出管４０２の外周表面への供給とを併用して洗浄水の循環を行う。そして、燃焼排
気導出管４０２に覆われたバーナー４０９を燃焼し燃焼排気Ｅｘを燃焼排気導出管４０２
に流動し燃焼排気導出管の下端面４１１から吐出することで、第２貯水槽２０２内におけ
る洗浄水の直接加熱と、燃焼排気導出管４０２の外周表面における洗浄水の間接加熱との
２種類の加熱を併用して洗浄水を加熱する。実施形態１と異なるのは、貯水運転により第
１貯水槽２０１が所定の水位になるのを待たずに加熱運転を開始することであり、貯水運
転と加熱運転が並行して行われる。
【０３１８】
  貯水運転と加熱運転が並行して行われることにより、清水供給管１０８より第２貯水槽
２０２に供給された温度の低い清水は、第２貯水槽２０２内の燃焼排気導出管の下端面４
１１から吐出される燃焼排気Ｅｘと気液接触することにより直接加熱されてから、第２貯
水槽２０２から第１貯水槽２０１へ溢流水として落下流動し供給され貯水される。このよ
うに加熱されてから第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水は、さらに循環ポンプ（循環手
段）２０４により燃焼排気導出管４０２の外周表面を流下させて間接加熱されたり、第２
貯水槽２０２でさらに燃焼排気Ｅｘとの気液接触による直接加熱されたりして所定の温度
まで加熱される。
【０３１９】
  貯水運転と加熱運転が並行して続けられ、第１貯水槽２０１に貯水する洗浄水が所定の
水位になれば貯水運転を停止し、第１貯水槽２０１に貯水する洗浄水が所定の温度に到達
すれば加熱運転が停止する。
【０３２０】
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  以後、前記したように停止ステップＳ５００において貯水運転と加熱運転とを停止する
まで、貯水された洗浄水が所定の水位に満たないことを検知すると、再度清水の供給を開
始して所定の水位を維持するよう制御され、貯水された洗浄水が所定の温度より低下した
ことを検知すると、再度加熱運転を開始して所定の温度に維持するよう制御される。
【０３２１】
  貯水加熱運転ステップＳ１５０においては、第２貯水槽２０２に給水される温度の低い
清水を、第２貯水槽２０２中に吐出される燃焼排気Ｅｘと気液接触することにより直接加
熱してから、第１貯水槽２０１に溢流水Ｗａとして落下流動し供給し貯水するので、直接
加熱において温度差Δｔを大きくとれる。これにより、第２貯水槽２０２における気液接
触することによる直接加熱の加熱効率をより高めた状態で洗浄水を加熱することができる
。効率の良い加熱が可能となり、貯水加熱運転を開始してから所定の水位、所定の温度に
達するまでの時間を短くすることができる。したがって、洗浄運転ステップＳ３００を開
始するまでの時間を短縮でき、効率的な作業が行うことができる。
【０３２２】
  貯水運転ステップＳ１００と加熱運転ステップＳ２００とをそれぞれ単独で実施する場
合と比べて、貯水加熱運転ステップＳ１５０として実施することにより、貯水槽に水張り
していないところから、所定の水位、所定の温度に到達するまで（いわゆる洗浄準備であ
る初期の水張り加熱）の時間を短縮することができる。
【０３２３】
  （実施形態３）
  次に、本発明の実施形態３について、図１３を参照して説明する。
【０３２４】
  実施形態１と異なるのは、図５～図１１における燃焼排気導出管４０２の上部に設けた
流下安定槽４０５を削除し、図１３に示すように噴射ノズル４２０を設け、燃焼排気導出
管４０２の外周表面に向けて循環流動する洗浄水を噴射するように配置したことである。
【０３２５】
  燃焼排気導出管４０２の断面形状が、例えば四角の筒形状であれば、４面それぞれにノ
ズルを配置することが熱交率を良くするうえで好ましい。また、円筒形状であれば、燃焼
排気導出管４０２の外周表面全体に流下させることができるように、均等に２か所、好ま
しくは４か所、より好ましくは６か所配置するものである。
【０３２６】
  本発明の実施形態３によれば、流下安定槽４０５を設けずに、よりシンプルな構造とし
ながら洗浄水である落下流水Ｗｂを燃焼排気導出管４０２の外周表面に均一に流下させる
ことができ、清掃性をより容易とすることができる。
【０３２７】
  （実施形態４）
  次に、本発明の実施形態４について、図１４を参照して説明する。
【０３２８】
  本発明の実施形態４の洗浄装置については、実施形態１と略同一であるので同一である
部分の説明は省略する。実施形態１と異なるのは、本洗浄の洗浄水に洗浄効果を高めるア
ルカリ性洗剤を投入する洗剤供給装置（図示なし）を設けることである。
【０３２９】
  まず、本発明の実施形態４の実施形態１と異なる構成について説明する。アルカリ性洗
剤を本洗浄の洗浄水に投入するための洗剤供給装置（図示なし）を、例えば洗浄装置１０
０の天井部等に設ける。洗剤供給装置（図示なし）は、洗剤タンク（図示なし）に貯留さ
れたアルカリ性洗剤を、第１貯水槽２０１に貯水している洗浄水に供給するためのベロー
ズポンプ（図示なし）を備えている。また、第１貯水槽２０１に備えられ接続されたセン
サー（図示なし）により洗浄水中のアルカリ性洗剤濃度を検知し、ベローズポンプ（図示
なし）の駆動を制御する制御部（図示なし）を備えている。
【０３３０】
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  制御部への信号に応じてベローズポンプ（図示なし）は動作し、接続された洗剤タンク
（図示なし）内のアルカリ性洗剤を吸い込んで、第１貯水槽２０１へアルカリ性洗剤を投
入して所定の洗剤濃度に維持する。ベローズポンプ（図示なし）と第１貯水槽２０１とは
、ホース等の配管で接続されているものである。
【０３３１】
  アルカリ性洗剤の濃度を検知するほかに、例えばＰＨ値を検知して制御してもよい。あ
るいは、洗浄水が所定の濃度となるように、洗浄水の全体量に対して一定量の洗剤を投入
するように制御してもよい。また、被洗浄物の処理量が少ない場合は、洗剤供給装置を用
いず、洗浄運転開始前に第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水に、所定の洗剤濃度となる
ように直接アルカリ性洗剤を手投入してもよい。
【０３３２】
  洗浄ポンプ２０３を駆動するのと同時に、洗剤供給装置（図示なし）の運転が開始され
るように制御部（図示なし）によって制御される。
【０３３３】
  次に、本発明の実施形態４の実施形態１と異なる動作について説明する。
【０３３４】
  図4（ａ）および（ｂ）に示すように、洗浄運転ステップＳ３００と停止ステップＳ５
００との間に、中性化運転ステップＳ４００を実施する。洗浄運転ステップＳ３００まで
は、実施形態１および実施形態２と同じであり、洗浄運転ステップＳ３００においてアル
カリ性洗剤を投入し、洗浄運転ステップＳ３００の終了後に中性化運転ステップＳ４００
を実施する。中性化運転ステップＳ４００の終了後に実施する停止ステップＳ５００と清
掃ステップＳ６００とは、実施形態１と同じである。
【０３３５】
  また、アルカリ性洗剤を混入した水と燃焼排気Ｅｘとの気液接触により液性がアルカリ
性から中性側に変化する現象が知られており、本発明の実施形態４においてはこの現象を
活かして中性化運転ステップＳ４００を実施することを前置きしておく。
【０３３６】
  まず、洗浄運転ステップＳ３００において、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水にア
ルカリ性洗剤を投入する。洗浄ポンプ２０３を駆動するのと同時に、洗剤供給装置（図示
なし）の運転が開始され、所定の洗剤濃度になるまでアルカリ性洗剤を供給し維持する。
洗浄ポンプ２０３が駆動していることから、第１貯水槽２０１に貯水された洗浄水は洗浄
流動状態となり、供給されたアルカリ性洗剤は洗浄水全体に拡散し均一な洗剤濃度の洗浄
水となる。
【０３３７】
  また、アルカリ性洗剤を投入する際に洗浄水の温度が低い（例えば３０℃程度）と、洗
浄ポンプ２０３を駆動して洗浄流動状態としたときに、洗浄水が発泡して洗浄ポンプ２０
３がエア噛みを起こす恐れがある。低発泡性の洗剤を選択したり、所定の温度に加熱して
から洗剤を投入したりすることが好ましい。
【０３３８】
  所定の洗剤濃度となると、アルカリ性洗剤の供給を停止する。以後、給水運転により清
水が供給される等、洗剤濃度が低下すると所定の洗剤濃度に維持するように洗剤を供給す
る。
【０３３９】
  以後の洗浄運転ステップＳ３００の動作は、実施形態１の洗浄運転ステップＳ３００に
おいて洗浄ポンプ２０３を駆動させた後の動作と同じとなる。洗浄水にアルカリ性洗剤を
混入することで、食器類に付着した汚れをより効果的に除去することができる。
【０３４０】
  実施形態１で説明したように、洗浄ポンプ２０３を駆動すると、第２循環路２３２に備
えた開閉用のバルブ（切替手段）２３４が閉止する。これにより、循環ポンプ（循環手段
）２０４から吐き出される洗浄水は、第３循環路２３３を流動し、流下安定槽４０５に供



(41) JP 6771301 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

給され、流下安定槽４０５の流下開口４０７から燃焼排気導出管４０２の外周表面に沿っ
て落下流水Ｗｂとして流下し、ガイド部材４１０により、第１貯水槽２０１へと流動し導
入される。第２貯水槽２０２へは洗浄水が循環されなくなる。
【０３４１】
  したがって、洗浄ポンプを駆動した後の加熱運転時には、アルカリ性洗剤を混入した洗
浄水が第２貯水槽２０２での気液接触による直接加熱をされず、燃焼排気導出管４０２の
外周表面での間接加熱をされることとなる。また、熱せられたガイド部材４１０に沿って
流動する際にもさらに加熱されることとなる。
【０３４２】
  これにより、燃焼排気導出管４０２の外周表面を流下させて間接加熱した洗浄水を燃焼
排気Ｅｘと気液接触による直接加熱を行う第２貯水槽２０２へ導入しないこととなり、洗
浄水の中性側への変化を抑制することができる。したがって、洗浄水の加熱を効率的に行
いながら、アルカリ性の洗浄水の中性側への変化を抑制して洗剤の持つ洗浄効果を維持し
、安定した洗浄力を発揮することができる。
【０３４３】
  なお、アルカリ性洗剤を混入した洗浄水が第２貯水槽２０２に導入されないようにして
いるが、洗浄ポンプ２０３から噴射された洗浄水の飛散等により、アルカリ性洗剤を混入
した洗浄水が第２貯水槽２０２に少量導入される場合もある。第２貯水槽２０２の上部に
ガイド部材４１０を位置させていることにより、アルカリ性洗剤を混入した洗浄水が第２
貯水槽２０２に大量に導入されることはないので、洗浄水全体のアルカリ性である液性に
影響を及ぼすことはない。
【０３４４】
（切替手段の実施形態例）
  以上のように、本実施形態においては、第１貯水槽から洗浄水を循環手段により吸引す
るための第１循環路と、
前記第１循環路により前記第１貯水槽から吸引して前記循環手段により吐出させた洗浄水
を第２貯水槽へ供給するための第２循環路と、
前記第１循環路により前記第１貯水槽から吸引して前記循環手段により吐出させた洗浄水
を燃焼排気導出管の外周表面へ供給するための第３循環路と、を備え、さらに、
前記第２循環路および前記第３循環路を併用して前記第１貯水槽の洗浄水の供給を行う第
１系統と、
前記第２循環路を用いずに第３循環路のみにより前記第１貯水槽の洗浄水の供給を行う第
２系統と、
のいずれかを相互に切り替える切替手段（図示なし）を備える。
【０３４５】
  このうち第１系統は、第２循環路と第３循環路とを併用することで、第１貯水槽から吸
引した洗浄水を第２貯水槽へ供給すると共に、燃焼排気導出管の外周表面への供給を介し
て第１貯水槽へも直接供給する系統となっている。
  また第２系統は、第２循環路を用いることなく第３循環路のみを用いることで、第１貯
水槽から吸引した洗浄水を第２貯水槽へ供給することなく、第１貯水槽へのみ直接供給す
る系統となっている。
【０３４６】
  前記切替手段によって、洗浄運転中はアルカリ性洗剤の液性変化を防止するために第２
系統に切り替えることができ、洗浄終了後にはあえてアルカリ性洗剤の液性変化を促すた
めにアルカリ性洗剤を中和させるために第１系統に切り替えることができる。
【０３４７】
（洗浄運転における第２系統への切り替え）  
  アルカリ性の水と燃焼排気との気液接触により水がアルカリ性から中性側に変化する現
象が知られている。この現象の発生によってアルカリ性の洗浄水に燃焼排気との気液接触
を用いた場合には、アルカリ性の洗浄水の液性が変化してしまうことが考えられる。そこ
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で、このような液性の変化を防止するため、第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗剤を混入
した状態においては、切替手段によって第１系統から第２系統に切り替えて洗浄運転し、
洗浄水を第２貯水槽へ供給することなく、第１貯水槽に直接供給し、燃焼排気導出管の外
周表面を流下させる加熱のみによる洗浄水の加熱を行うものとしてもよい。
【０３４８】
  すなわち本発明の洗浄装置による洗浄方法として、第１貯水槽の洗浄水にアルカリ性洗
剤を混入した状態において、洗浄運転における第１貯水槽の洗浄水の供給を前記第１系統
から前記第２系統に切り替えるように制御するものとしてもよい。切替手段によって第１
系統を第２系統に切り替えることで、燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱のみに
よって、第２貯水槽内へアルカリ性洗剤を混入させることなく、前記第１貯水槽から供給
した洗浄水の加熱を行うことができる。この洗浄方法によって、アルカリ性洗剤を混入し
た洗浄水の加熱を効率的に行いながら、アルカリ性の洗浄水の中性側への変化を抑制する
ことができ、安定した温度および洗剤の持つ洗浄効果を維持して高い洗浄力を発揮するこ
とができる。
【０３４９】
  なお、前記洗浄方法における切替手段の切替動作を自動的に実行するための実施形態と
して、第１貯水槽内の洗浄水にアルカリ性洗剤が用いられることを検知する液性検知手段
（図示なし）をさらに具備し、前記切替手段は、前記液性検知手段によるアルカリ性洗剤
の検知によって、洗浄運転における第１貯水槽の洗浄水の供給を前記第１系統から前記第
２系統に切り替えるように制御するものとしてもよい。
【０３５０】
  次に、本発明の実施形態４の中性化運転ステップＳ４００の運転動作を、図１４を参照
して説明する。
【０３５１】
  洗浄運転ステップＳ３００が終了した後に、中性化運転ステップＳ４００を実施する。
中性化運転ステップＳ４００では、第２貯水槽２０２内で、アルカリ性洗剤を混入した洗
浄水と、燃焼排気導出管の下端面４１１から吐出された燃焼排気Ｅｘとを気液接触させて
、液性を中性側に変化させる。
【０３５２】
  実施形態１で説明したように洗浄運転ステップＳ３００が終了し洗浄ポンプ２０３の駆
動を停止すると、バルブ（切替手段）２３４を開放して循環ポンプ（循環手段）２０４を
駆動した状態となり、燃焼排気導出管の下端面４１１が位置する第２貯水槽２０２と、熱
交換部である燃焼排気導出管４０２の外周表面とへ実施形態４ではアルカリ性洗剤を混入
した洗浄水が供給される。実施形態１の図７に示す循環状態となる。
【０３５３】
  制御部（図示なし）への洗浄運転（洗浄運転ステップＳ３００）の停止指示入力、中性
化運転（中性化運転ステップＳ４００）の開始指示入力等により、洗浄ポンプ２０３の駆
動を停止し中性化運転を開始すると、燃焼排気導出管４０２に覆われたバーナー４０９を
燃焼し、燃焼排気Ｅｘを燃焼排気導出管４０２に流動し燃焼排気導出管の下端面４１１か
ら第２貯水槽２０２に貯水されたアルカリ性洗剤を混入した洗浄水に吐出する。図１４に
示す状態となる。
【０３５４】
  これにより、第２貯水槽２０２内では燃焼排気Ｅｘとアルカリ性洗剤を混入した洗浄水
とが気液接触することで、アルカリ性洗剤を混入した洗浄水は中性側へ変化する。その際
に、燃焼排気導出管４０２の外周表面を落下流水Ｗｂとして流下する洗浄水の間接加熱が
行われ、また、直接加熱後の燃焼排気Ｅｘは洗浄室１０５内に放散され、庫内を加熱して
いる。
【０３５５】
  洗浄運転（洗浄運転ステップＳ３００）における、洗浄水を所定の温度に維持するため
の加熱運転の制御とは異なり、洗浄水の所定の温度と関係なくバーナー４０９を中性化の
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ための燃焼をさせる必要がある。一般的に、洗浄水の温度が所定の温度である６０～８０
℃を超えると加熱効率が一気に悪くなる。このことから、中性側への変化のために所定の
温度を超えて加熱を続けても９０℃以上に達することはない。ただし、安全上、万が一８
５～９０℃まで加熱された時点でバーナー４０９の燃焼を一度停止することが好ましい。
【０３５６】
  このように、アルカリ性洗剤を混入した洗浄水を第２貯水槽２０２に供給して燃焼排気
Ｅｘと気液接触させることで洗浄水の中性側への変化が可能であるが、実施形態４におい
ては、さらに、洗浄ポンプ２０３も駆動させている。洗浄運転の場合と異なり、中性化運
転においては洗浄ポンプ２０３を駆動してもバルブ（切替手段）２３４は開放したままと
する。
【０３５７】
  中性化運転（中性化運転ステップＳ４００）において洗浄ポンプを駆動させることで、
本洗浄水供給管２２６、上部マニホールド２０６、下部マニホールド２０７、ノズル管２
０８、２０９等の内部に残るアルカリ性洗剤を混入した洗浄水を循環させることができて
、第２貯水槽２０２内で燃焼排気Ｅｘと気液接触することでアルカリ性洗剤を混入した洗
浄水を中性側に変化させることができる。
【０３５８】
  中性化運転を開始してから例えば２０～３０分程度の一定時間の中性化運転を実施する
、あるいは、中性化した洗浄水のＰＨ値が所望のＰＨ値となっているかを確認し、洗浄水
の中性化を確認すると、バーナー４０９の中性化のための燃焼を停止し、洗浄ポンプ２０
３の駆動を停止して、中性化運転ステップＳ４００を終了する。なお、循環ポンプ（循環
手段）２０４は停止ステップＳ５００にて加熱運転が停止されるまで駆動している。中性
化運転ステップＳ４００を終了すると、図７に示すような第２貯水槽２０２と熱交換部で
ある燃焼排気導出管４０２の外周表面とへ洗浄水の供給を行う状態となる。
【０３５９】
  中性化運転ステップＳ４００の後、停止ステップＳ５００を経て清掃ステップＳ６００
を実施する際に貯水された洗浄水を排水することになるが、中性化運転により第２貯水槽
２０２にて燃焼排気Ｅｘと気液接触させて液性を中性に変化させた洗浄水を排水すること
ができる。したがって、排水処理施設の負担を軽減し、環境に配慮した洗浄運転を行うこ
とができる。
【０３６０】
  さらに、洗浄水の中性化が終了し、バーナー４０９の燃焼を停止した後、中性化された
洗浄水にバルブ２２１を開いて清水を供給しながら、所定の水位を超えた分の洗浄水をオ
ーバーフロー管２２４から排水することで、洗浄水を少しずつ入れ替えることも可能であ
る。
【０３６１】
  これにより、洗浄運転時に食器類から除去した汚れ成分を含んで循環する洗浄水を少し
ずつ浄化することができ、洗浄水の循環経路であるポンプや配管等の清浄化を図ることが
できる。その際に、供給する清水の量を増やせば、洗浄水の温度を徐々に下げていくこと
も可能で、清掃時に洗浄装置の温度が低下しているのですぐに清掃可能となる。
【０３６２】
  洗浄水の温度が低下すると混入している洗剤が発泡しやすくなることがあるが、清水を
供給しながら、所定の水位を超えた分の洗浄水を排水することで洗浄水を入れ替えて温度
を低下させる過程で、洗浄水に混入している洗剤成分を徐々に減らしていくことになるの
で発泡することはない。
【０３６３】
  中性化運転ステップＳ４００は、洗浄運転ステップＳ３００を停止してから実施する。
すなわち、洗浄ポンプ２０３の駆動を停止してから実施するが、洗浄運転ステップＳ３０
０を停止する際に、洗浄ポンプ２０３を駆動したままとして引き続き中性化運転ステップ
Ｓ４００を実
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施してもよい。
【０３６４】
  以上のように、本発明の実施形態４においては、洗浄運転中はアルカリ性洗剤を混入し
た洗浄水の中性側への変化を抑制できるとともに、洗浄運転終了後にはアルカリ性洗剤を
混入した洗浄水の中性化処理ができる。
【０３６５】
＜洗浄後における中性化のための加熱＞
  以上のように、本実施形態における、前記アルカリ性洗剤を混入した洗浄水のノズル噴
射による洗浄を終了した後の中性化運転として、
前記アルカリ性洗剤を混入した洗浄水のノズル噴射による洗浄を停止した状態において、
アルカリ性洗浄液の中性化のための加熱を行うことができる。
【０３６６】
  すなわち、本発明の洗浄装置による洗浄方法においては、第１貯水槽の洗浄水にアルカ
リ性洗剤を混入した状態において、前記アルカリ性洗剤を混入した洗浄水をノズルから噴
射して被洗浄物の洗浄を終了した後に、切替手段によって洗浄時の第２系統から洗浄後の
第１系統に切り替えることで、
燃焼排気との気液接触による加熱、および、燃焼排気導出管の外周表面を流下させる加熱
を併用する前記第１貯水槽から供給した洗浄水の加熱を行うことができる。
【０３６７】
  なお、前記洗浄方法における切替手段の切替動作を自動的に実行するための実施形態と
して、
第１貯水槽内の洗浄水にアルカリ性洗剤が用いられることを検知する液性検知手段（図示
なし）と、
第１貯水槽の洗浄水による洗浄運転の終了を検知する洗浄終了検知手段（図示なし）と、
をさらに具備し、
前記切替手段は、前記洗浄終了検知手段による洗浄運転の終了の検知、および、前記液性
検知手段によるアルカリ性洗剤の検知によって、前記第２系統を前記第１系統に切り替え
ることを特徴とする洗浄装置とすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０３６８】
  食器類に限らず、例えば機械加工部品等の被洗浄物の洗浄用途にも適用できる。
【符号の説明】
【０３６９】
  １００  洗浄装置
  １０１  上部外郭体
  １０２  下部外郭体
  １０３  コンベア（搬送手段）
  １０４  食器類（被洗浄物）
  １０５  洗浄室
  １０６  搬入口
  １０７  搬出口
  １０８  清水供給管
  １０９  受け槽
  １１０  排出管
  １１１  排水受け
  １１２  排水管
  １１３  扉
 
  ２００  本洗浄ゾーン
  ２０１  第１貯水槽
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  ２０２  第２貯水槽
  ２０３  洗浄ポンプ
  ２０４  循環ポンプ（循環手段）
  ２０５  マニホールド
  ２０６  上部マニホールド
  ２０７  下部マニホールド
  ２０８  ノズル管
  ２０９  ノズル管
 
  ２２０  バルブ
  ２２１  バルブ
  ２２２  水位センサー
  ２２３  温度センサー
  ２２４  オーバーフロー管
  ２２５  吸込み管
  ２２６  本洗浄水供給管
 
  ２２７  水位センサー
  ２２８  水位センサー
  ２２９  区画部材  
 
  ２３１  第１循環路
  ２３２  第２循環路
  ２３３  第３循環路
  ２３４  バルブ（切替手段）
 
  ３００  仕上げ洗浄ゾーン
  ３０１  マニホールド
  ３０２  ノズル管
  ３０３  ノズル管
  ３０４  バルブ
  ３０５  仕上げ洗浄水供給管
 
  ４０１  燃焼装置
  ４０２  燃焼排気導出管（熱交換器）
  ４０３  排気筒
  ４０４  排気ダクト
  ４０５  流下安定槽
  ４０６  水位センサー
  ４０７  流下開口
  ４０８  ガス供給管
  ４０９  バーナー
  ４１０  ガイド部材
  ４１１  燃焼排気導出管の下端面
 
  ４２０  噴射ノズル
 
  Ｗａ      溢流水
  Ｗｂ      落下流水
  Ｅｘ      燃焼排気
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